
令和７年度 第１回感染症対策推進部会 次第 

 

日時：令和７年６月６日（金） 

１８：３０～１９：３０ 

場所：埼玉県庁本庁舎２階庁議室 

※Ｗｅｂ会議と併用 

 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

（１）感染症予防計画の進捗について 

・医療措置協定の締結状況等 

・令和７年度実施予定の研修・訓練について 

（２）新型インフルエンザ等対策行動計画の進捗について 

・行動計画の進捗管理について 

（３）新型インフルエンザ等対策行動計画ガイドラインの作成 

・新型インフルエンザ等対策行動計画ガイドラインの概要     

 

３ 報  告  

・医療提供体制検討部会の設置について 

・令和７年度のスケジュールについて 

 

４ 閉  会 

  



［配布資料一覧］ 

 

 ◆感染症対策推進部会 委員名簿 

 

 資料１－１ 医療措置協定の締結状況について 

        

 資料１－２ 令和７年度実施予定の研修・訓練について 

 

 資料１－３ 研修・訓練チェックリスト 

  

 資料２   行動計画進捗管理表 

 

資料３   埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画ガイドラインについて 

 

 報告１   医療提供体制部会の設置について 

 

 報告２   令和７年度のスケジュール 

 

 参 考   埼玉県感染症予防計画 

 

  

  

 

  



任期︓令和9年3月31日まで

番号 団体等 役職 氏名 備考 番号 団体等 役職 氏名 備考

1 一般社団法人埼玉県医師会 副会長 丸木　雄一
マ ル キ ユ ウイ チ 15 一般社団法人埼玉県訪問看護ステーション協会 理事 羽二塚　園子

ハ ニ ヅ カ ソ ノ コ

2 一般社団法人埼玉県医師会 常任理事 桃木　茂
モモキ シゲル 16 一般社団法人埼玉県環境産業振興協会 常務理事

兼事務局長 金子　亮
カ ネコ ヒロシ

3 一般社団法人埼玉県医師会 常任理事 髙木　学
タカギ マナブ 17 一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会 役員 村田　光

ムラタ ヒカ ル

4 一般社団法人埼玉県医師会 大宮医師会
理事 森田　芙路子

モ リ タ フ ジ コ 18 埼玉県消防長会 救急部会
事務局長 久保　賢一

ク ボ ケ ン イ チ 新任

5 一般社団法人埼玉県歯科医師会 比企郡市歯科医師会
常務理事 浅野　聖子

ア サ ノ セ イ コ 19 埼玉県市長会 常勤理事
兼事務局長 山野

ヤマノ

　隆子
タカコ

6 一般社団法人埼玉県薬剤師会 理事 武笠　真由美
ム カ サ マ ユ ミ 新任 20 埼玉県町村会 常勤理事

兼事務局長 冨岡　茂雄
ト ミ オ カ シ ゲ オ

7 公益社団法人埼玉県看護協会 常務理事 各務　初恵
カ ガ ミ ハ ツ エ 21 さいたま市 保健衛生局理事兼

保健部地域医療課長 西田　道弘
ニ シ ダ ミ チ ヒ ロ 新任

8 公益社団法人埼玉県栄養士会 常任理事 関口　礼子
セ キ グ チ ア ヤ コ 22 川越市 保健医療

推進課長 北條　克彦
ホウジョウ カツヒコ 新任

9 国際医療福祉大学大学院 教授 坂木　晴世
サ カ キ ハ ル ヨ 23 川口市 保健所管理課主幹

兼統括保健師 飯盛　年子
イ イ モ リ ト シ ゴ 新任

10 埼玉医科大学病院 院長補佐(感染対策担
当)感染対策室長 樽本　憲人

タ ル モ ト ノ リ ヒ ト 24 越谷市 感染症保健
対策課長 山越　陽子

ヤ マ コ シ ヨ ウ コ

11 埼玉県公的病院協議会
自治医科大学附属さいたま

医療センター
小児科 科長

田村 大輔
タ ムラ ダイス ケ 新任 25 埼玉県 感染症

対策課長 谷口　良行
ヤ グ チ ヨ シ ユ キ

12 一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 副会長 神戸　章
カンベ アキラ 26 埼玉県 衛生研究所

副所長 岸本　剛
キシモト ツヨシ

13 埼玉県発達障害福祉協会 災害対策委員会
副委員長 那須野 豊

ナスノ　ユタカ 新任 27 埼玉県 狭山保健所
副所長 小口　千春

オ グ チ チ ハ ル 新任

14 埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合 副理事長
兼専務理事 橋本　和久

ハシモト カズヒサ 28 埼玉県教育委員会 保健体育課長 荻原　篤大
オギワラ アツヒロ

（敬称略　令和7年6月6日現在）

感染症対策推進部会　委員名簿



感染症予防計画に定める数値目標の進捗状況について（令和7年3月31日時点）
（１）医療措置協定の締結状況について（医療提供・検査・宿泊療養体制）

流行初期以降（4〜6か月）流行初期（大臣公表〜3か月）
項目

確保実績数値目標確保実績数値目標

2,540床
（うち重症157床）

2,000床
（うち重症150床）

1,494床
（うち重症103床）

1,200床
（うち重症100床）①病床確保（確保病床数）

1,820機関1,600機関1,140機関1,100機関②発熱外来

③自宅療養者等医療

120機関100機関59機関ー（病院）

933機関850機関523機関ー（診療所）

2,298機関1,100機関1,479機関ー（薬局）

339機関150機関215機関ー（訪問看護事業所）

214機関170機関96機関ー④後方支援

⑤人材派遣

137人100人119人ー（医師）

295人150人230人ー（看護師）

17,287件／日12,500件／日11,788件／日4,500件／日⑥検査の実施件数

2,161室1,900室2,001室1,000室⑦宿泊施設の確保居室数

資料１−１
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［資料１－１］議題１　感染症予防計画の進捗について



感染症予防計画に定める数値目標の進捗状況について（令和7年3月31日時点）
（２）人材の養成・資質の向上

（３）物資の確保

（４）保健所の体制確保

数値目標（平時）項目

医療従事者や保健所職員等の研修・訓練を年1回以上実施する⑧医療従事者や保健所職員の研修・訓練回数

数値目標（平時）項目

対象機関の8割以上が個人防護具の備蓄を十分に行う⑨個人防護具の備蓄を十分に行う協定締結医療機関数

数値目標（流行初期）項目

流行初期1か月間において想定される業務量に対応する人数を確保⑩流行初期1か月目における保健所の人員確保数

【達成状況】
○ 医療機関や宿泊施設、保健所、消防機関など幅広い関係機関を対象に埼玉版FEMAによる感染症訓練を実施（令和7年8月及び11月に実施予定）
○ 感染症発生時の保健所支援に必要な基本的な知識等の習得のため、IHEAT要員を対象にeラーニングや講義、演習の他、実践型訓練の研修を実施（令和

7年夏以降予定）
○ 医療措置協定を締結する医療機関（病院・有床診療所）の医療従事者を対象に感染症対策に係るオンデマンド研修を実施（令和7年秋予定）

【達成状況】
○ 予防計画で定める保健所の体制の確保等について総務部と調整済み（令和6年3月28日付け人第1125号通知）

【達成状況】
○ 医療措置協定を締結する4,527機関のうち3,876機関（85.6％）が個人防護具の備蓄を行う旨規定

資料１−１
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Ａ

ＢＡ 流行初期

大臣公表 1週間 ３か月 ６か月感染症発生

協定に基づく対応

感染症指定
医療機関対応

Ｂ 流行初期以降

発生早期 流行初期 流行初期以降

数値目標目標項目

1,200床
（うち重症100床）

①確保病床数

1,100機関②発熱外来を担う医療機関数

－③自宅療養者等医療を担う機関数

4,500件/日④検査の実施件数

1,000室⑤宿泊施設の確保居室数

数値目標目標項目

2,000床
（うち重症150床）

①確保病床数

1,600機関②発熱外来を担う医療機関数

2,200機関③自宅療養者等医療を担う機関数

12,500件/日④検査の実施件数

1,900室⑤宿泊施設の確保居室数

4週間

①～③：知事の要請から1週間以内で対応
④～⑤：知事の要請から4週間以内で対応

①～③：知事の要請から2週間以内で対応
④～⑤：知事の要請から4週間以内で対応

流行初期医療確保措置の対象
となる医療機関を中心に対応

初動期 対応期準備期

感
染
症
予
防
計
画

新
型
イ
ン
フ
ル

行
動
計
画

感染症予防計画と新型インフルエンザ等対策行動計画

（国内での）発生の初期段階
国内で感染が拡大し、

病原体の性状等に応じて
対応する時期

ワクチンや治療薬等
により対応力が高

まる時期

特措法終了
基本的感染症
対策へ移行

① ② ③ ④

国
県
対
策
本
部

統
括
庁
等
対
応

疑
い
把
握

《参考》 新型インフルエンザ等対策行動計画との関係 資料１−１

3



■令和７年度に実施を予定している研修・訓練について（令和7年4月18日時点） 資料１－２

（１）研修

No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

1 埼玉県 感染症対策課 感染症専門人材研修
県内の医療機関（病院・有床診療所）において、感染症発生時における初期対応
や専門家の助言内容の実践ができる人材を育成する。
研修の構成としては、座学（eラーニング）、演習、実習となっている。

令和7年6月～12月 病院・有床診療所の職員
180名
（定員）

2 埼玉県 感染症対策課 協定締結医療機関向け研修

協定締結医療機関に勤務する医療従事者が、感染症発生時の対応の基礎を学
ぶことにより、感染症が発生した時の初期段階の対応や、医療機関内での感染
拡大を未然に防止する事を目的とする。
研修の構成としては、座学（eラーニング）となっている。

令和7年秋頃
協定締結医療機関の職員
（薬局を除く）

364機関
（R6実績）

3 埼玉県 感染症対策課 IHEAT要員向け研修

IHEAT要員に対して、健康危機発生時に速やかに保健所等の業務を支援できる
ように、感染症の基本的な知識や保健所等を支援する業務の実施方法・手順な
どの研修を行う。
研修の構成としては、基礎研修（eラーニング）、応用研修、実践型訓練、国立感
染症研究所IHEAT専門講習となっている。

令和7年夏以降
IHEAT要員（第１支援自治体
が埼玉県の者）、保健所職
員

30名
（R6実績）

4 埼玉県 感染症対策課 訪問看護師の感染管理研修

感染拡大防止をよる安定した自宅療養の確保等を図るため、ICNを講師とした訪
問看護師への研修を行う。
埼玉県訪問看護ステーション協会が実施する①新任訪問看護師集合研修及び
②訪問看護教育ステーション事業の中で感染管理研修を行う。

①前期　令和7年7月17日
　 後期　令和8年1月15日
②第1回　10月23日（木）
　 第2回　8月6日（水）

訪問看護師
①50名
②未定

5 埼玉県 感染症対策課 高齢者施設の感染対策事例集
ICNの実地調査により、クラスター発生施設等の事例・対策を取りまとめ、事例集
を作成。
事例集は県老人福祉施設協議会等を通じ、県内施設へ共有する。

実地調査：令和７年夏頃
事例集完成：令和７年１２月
頃

高齢者施設職員

調査5施
設
普及全施
設

6 埼玉県 南部保健所 高齢者施設向け感染症研修会
感染症への対応力向上を図るため、高齢者福祉施設等の職員に対して、感染予
防策や感染拡大防止策についての知識と対応方法に関する研修を実施する。

令和8年1月～3月頃
社会福祉施設職員、行政職
員

30名

7 埼玉県 朝霞保健所 高齢者施設向け感染症研修会
感染症への対応力向上を図るため、高齢者福祉施設等の職員に対して、感染予
防策や感染拡大防止策についての知識と自施設でできる対応方法に関する研
修を実施する。

令和7年9月
社会福祉施設職員、行政職
員

30名

8 埼玉県 春日部保健所 高齢者施設向け感染症研修会
感染症への対応力向上を図るため、高齢者福祉施設等の職員に対して、患者発
生時の初動対応及び感染拡大防止策についての知識と対応方法に関する研修
を実施する。

令和7年12月予定
社会福祉施設職員、行政職
員

30名
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

9 埼玉県 草加保健所 高齢者施設向け感染症研修会
感染症への対応力向上を図るため、高齢者福祉施設等の職員に対して、感染予
防策や感染拡大防止策についての知識と対応方法に関する研修を実施する。

令和7年11月頃
社会福祉施設職員、行政職
員

30名

10 埼玉県 鴻巣保健所 結核予防普及啓発研修会
保健・医療・福祉関係者が結核についての正しい知識を獲得し、早期発見・早期
診断・早期治療につなげられる体制を構築し、結核のまん延及び重症化防止を
図る。

令和7年9月

鴻巣保健所管内保健・医
療・福祉関係者（医療機関・
薬局・訪問看護ステーション
職員、高齢介護関係職員・
行政職員）

120名

11 埼玉県 鴻巣保健所
高齢者福祉施設等職員向け感
染症対策研修会

感染症の重症化リスクが高い高齢者が利用する施設では、平時から感染症対策
の取組を強化することが重要である。高齢者福祉施設等の職員が、感染予防策
や感染拡大防止策についての知識と対応方法を習得し、感染症への対応力の
向上を図る。

令和7年10月
管内社会福祉施設職員（入
所を伴う高齢者施設・障害
者福祉施設）、行政職員

60名

12 埼玉県 鴻巣保健所 感染症対策研修動画

管内感染管理認定看護師連絡会議のメンバーと協働して動画を作成し、
YouTube限定公開を行う。時間や場所を問わず、感染症対策研修動画を気軽に
繰り返し視聴することで、施設職員が感染症対策に関する知識や対応技術を習
得し、対応力の向上を図る。

令和7年11月 高齢者福祉施設等職員 無制限

13 埼玉県 東松山保健所 高齢者施設向け感染症研修会
高齢者施設の職員向けに、感染症対応と予防策の基本を学び、感染症対応能
力を推進を目的とした研修会を実施する。

令和7年8月頃 高齢者施設職員、行政職員 30名

14 埼玉県 坂戸保健所
川越比企保健医療圏施設向け
感染症対策研修会

川越比企保健医療圏が一体となり、高齢者施設および障害者施設を対象に、感
染症対策の知識向上と対応能力強化を目的とした研修会を行う。また、広域的な
周知を図り、より多くの施設に受講の機会を提供する。

令和7年10月
社会福祉施設職員、行政職
員

30名

15 埼玉県 狭山保健所
高齢者施設感染症予防対策研
修会

感染症の重症化リスクが高い高齢者の生活の場である高齢者入所施設では、平
時から感染症対策の取り組みを強化することが重要である。そこで、管内の高齢
者施設を対象とした感染症対策研修会を開催し、感染症対策の普及啓発を図
る。

令和7年9月頃
管内入所系高齢者施設、管
内市高齢者福祉主幹課等

おおよそ
50名

16 埼玉県 狭山保健所
在宅介護従事者向け感染症予
防対策研修会

在宅介護従事者が感染症予防対策の基本的な対応および患者発生時の適切な
対応を理解し、より実践的かつ適切な感染拡大防止策を講ずることで、感染症発
生時にも訪問系サービスを継続できるような地域体制を目指す。

令和7年11月頃

管内居宅介護支援事業所、
訪問介護事業所、管内市高
齢福祉介護保険主管課職
員、埼玉県西部福祉事務所
等

40名
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

17 埼玉県 加須保健所 高齢者施設向け感染症研修会
感染症への対応力向上を図るため、高齢者福祉施設等の職員に対して、感染予
防策や感染拡大防止策についての知識と対応方法に関する研修を実施する。

令和7年8月
社会福祉施設職員、行政職
員

30名

18 埼玉県 幸手保健所
令和７年度高齢者施設向け感
染症研修会

感染症への対応力向上を図るため、高齢者福祉施設等の職員に対して、感染予
防策や感染拡大防止策についての基礎的な知識と対応方法に関する研修等を
実施する。

令和7年7月
社会福祉施設職員、行政職
員

30名

19 埼玉県 熊谷保健所 性感染症研修会
教職員や保健師等の思春期の若者に関わる関係者が、性感染症について理解
を深め、教育や相談・支援に係る資質の向上を図る。

令和7年7月～9月
管内の教員、養護教員、保
健師

50名

20 埼玉県 熊谷保健所 高齢者施設向け感染症研修会

冬場に流行る感染症について平時からの感染対策及びノロウイルス発生時の吐
物処理等対応方法について、実技を交えた研修会を実施し、感染拡大防止に向
けた取り組みを強化する。また、結核についても高齢者において受診の遅れが散
見されていることから高齢者に特徴的な結核の症状について情報提供を行い、
定期的な健康診断（レントゲン検査）の実施を促す。

令和7年10月

社会福祉施設（介護・老人
福祉関係施設）で感染症対
策を担当する職員、各市町
介護・老人福祉関係主管課
職員

40名

21 埼玉県 本庄保健所
高齢者施設等職員向け感染症
対策研修会

高齢者施設等の職員を対象に、感染症予防対策と発生時対応の基本理解と施
設からの実践報告をもとに感染対策の工夫等情報交換を行い、管内施設の連携
を深める。

令和7年10～12月 社会福祉施設職員 30名

22 埼玉県 秩父保健所
令和７年度 高齢者施設等にお
ける感染対策研修会

 管内の高齢者施設及び施設入所支援を提供している障害者施設及び保育施設
に対して、施設内における感染対策を感染症認定看護師より講義。

令和7年8月中
高齢者施設職員、施設入所
支援を実施している障害者
施設職員、保育施設職員

現地参加
20名
オンライ
ン100名

23 さいたま市 地域医療課
新興・再興感染症の発生に備え
た職員研修

感染症に係る基礎知識、新型コロナウイルス感染症への対応経緯、保健所に応
援で派遣される場合の主な業務内容などについての講義

令和7年8月 市職員（事務職員等） 約300名

24 さいたま市
保健所(感染症
対策課）

感染症対策部署向け研修
（StepⅠ）

感染症に係る基礎知識、積極的疫学調査と健康観察の実際および予防計画・健
康危機対処計画の概要についての講義とＰＰＥの着脱演習等を行い、感染症業
務を理解し、感染症発生時に対応できることを目的とする。

令和7年5月23日
市職員（医療職及び感染症
対策に従事する職員等）

30名(見
込み）

25 さいたま市
保健所(感染症
対策課）

感染症対策部署向け研修
（StepⅡ）

新興再興感染症発生時の積極的疫学調査や患者管理についての演習を行い、
感染症発生時に対応できることを目的とする。

令和8年1月
市職員（保健所・各区保健
センター・本庁の医療職）

30名（見
込み）
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

26 さいたま市
保健所(感染症
対策課）

テーマ別研修
新興感染症等の発生初動時に迅速かつ適切に対応できるよう、感染症の基礎知
識、技術等についての講義、演習等

令和7年5月～令和8年2月
市職員（感染症対応に従事
する保健師等）

未定

27 さいたま市
保健所(感染症
対策課）

IHEAT向け研修

IHEAT要員による保健所等への支援体制を構築するにあたり、感染症の基本的
な知識や保健所等を支援する業務の実施方法・手順などを習得することで、健康
危機発生時にIHEAT要員が速やかに保健所等の業務を支援できるようにする。
①eラーニング、②国立感染症研究所IHEAT専門講習、③応用研修を予定してい
る。

未定
さいたま市を第1支援自治体
とするIHEAT要員

15名（見
込み）

28 川越市 保健予防課
医療機関向け感染症予防研修
会

医療機関で感染症対策を担当する職員等を対象に、医療機関における基本的な
感染対策等を学び、院内における感染予防及び感染拡大防止を図る。

令和7年10月～令和8年2月
予定

市内の医療機関の感染症
対策に関わる職員

60名（予
定）

29 川越市 保健予防課
教育施設向け感染症予防研修
会

教育施設に従事する職員を対象に、感染症に関する基礎知識及び感染対策等
を学び、教育施設における感染予防及び感染拡大防止を図る。

令和7年10月～令和8年2月
予定

市内の教育施設の健康管
理に関わる職員

100名（予
定）

30 川越市 保健予防課
福祉施設向け感染症予防研修
会

福祉施設に従事する職員を対象に、感染症に関する基礎知識及び感染対策等
を学び、福祉施設における感染予防及び感染拡大防止を図る。

令和7年10月～令和8年2月
予定

高齢者施設・障害者施設の
職員

60名（予
定）

31 越谷市
感染症保健対
策課

IHEAT要員向け研修

本市IHEAT要員が健康危機発生時に本市保健所の業務を即応人材として対応
できるよう下記研修を実施する。
①基礎研修(eラーニング)②応用研修③実践型訓練④IHEAT専門講習(JIHS)
③は本市主催、年度内２回実施予定。

(1)令和7年7月頃
(2)令和7年10月頃

本市IHEAT要員 8名×2回

32 越谷市
感染症保健対
策課

感染症専門家派遣事業
市内の高齢者・障害者施設等において、新興感染症等のクラスターが形成され
る恐れのある患者等が発生した際に、感染拡大を最小限に防止することを目的
に、感染症専門家を派遣し現地支援を行う。

通年
（感染症発生施設からの希
望時随時）

市内の高齢者・障害者施設
職員（看護師、介護士等）

2～3名×
施設数

33 越谷市
感染症保健対
策課

高齢者・障害者施設向け感染
症対応研修

市内の高齢者・障害者施設等に従事する者が、感染対策について学ぶことによ
り、施設における感染症の集団発生及び感染拡大を防ぐ。

令和7年7月頃
市内の高齢者・障害者施設
職員（看護師、介護士等）

30名

34 越谷市
感染症保健対
策課

高齢者・障害者施設向け出前
講座

市内の高齢者・障害者施設等からの希望により施設に出向き、実技を取り入れ
た感染症対応の基礎研修を行う（PPE着脱訓練、手洗いチェッカー等による手指
消毒指導等）。

令和7年8月～令和8年2月
頃
(施設からの希望時随時)

市内の高齢者・障害者施設
職員（看護師、介護士等）

10名前後
×施設数
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

35 川口市 川口市保健所 所内研修
健康危機時にリーダーシップが発揮できることを目的に、感染症の高度な知識を
有する外部講師による研修を実施する。

令和8年2月中
保健所職員（疾病対策課、
衛生検査課、管理課）

20名

36 川口市 川口市保健所
川口市健康危機対処計画説明
会

健康危機時に速やかに応援できる体制に移行できるよう、庁内応援職員に対し
て、計画の概要、動員計画と業務内容及び感染症の基礎研修を実施する。

令和7年5月中 行政職員（応援職員） 100名

37 川口市 川口市保健所 基礎研修「e-learning研修」
一般社団法人日本公衆衛生協会が提供する「e-learning研修」を受講し、感染症
の基本的な知識及びIHEATの経緯と活動の理解を深める。

未定 IHEAT要員 20名

38 川口市 川口市保健所 IHEAT専門講習
国立健康危機管理研究機構（JIHS）が実施する「IHEAT専門講習」を受講し、感
染症の実地疫学調査に関して、最新の科学的知見に基づいた専門的な知識や
技術を習得する。

未定 IHEAT要員 20名

（２）訓練

No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

1 埼玉県 感染症対策課
埼玉版FEMAによる感染症対応
訓練

埼玉版FEMAによる図上訓練を通じて、新型インフルエンザ等感染症発生時にお
いて対処すべき事項や役割分担について、関係機関同士の強固な連結を推進
し、県全体の対応力を強化する。
新型インフルエンザ等感染症を念頭に感染症の流行初期及び流行初期以降の
フェーズで各１回訓練を実施。

（１）令和7年8月
（２）令和7年11月

県関係機関、医療機関、宿
泊療養施設、消防機関、保
健所設置市等

30機関

2 埼玉県 感染症対策課 実践型訓練（全県）
新興感染症など感染症有事の対応に係る実践型訓練を行う。
なお、令和６年度は防衛医科大学病院、埼玉石心会病院、狭山保健所、衛生研
究所と連携して、患者の受診から搬送までの訓練を行った。

令和7年4月～令和8年3月
県感染症対策課、医療機
関、保健所、衛生研究所

76名
（R6実績）

3 埼玉県 南部保健所 感染症患者移送訓練
新型インフルエンザ等感染症に感染した疑いのある帰国者が、保健所管内の自
宅で発症したという想定で、医療機関への患者移送や個人防護具の着脱等をシ
ミュレーションし、感染症発生時の対応の強化を図る。

令和7年12月～1月頃 医療機関、行政職員 20名

4 埼玉県 朝霞保健所 感染症患者移送訓練
新型インフルエンザ等感染症に感染した疑いのある帰国者が、朝霞保健所管内
の自宅で発症したという想定で、医療機関への患者移送や個人防護具の着脱等
をシミュレーションし、感染症発生時の対応の強化を図る。

令和8年１月
医療機関、感染防止対策加
算Ⅰの病院のICN

30名
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

5 埼玉県 朝霞保健所 所内PPE着脱訓練
新型インフルエンザ等感染症に感染した疑いのある帰国者が、朝霞保健所管内
の自宅で発症したという想定で、医療機関への患者移送や個人防護具の着脱等
をシミュレーションし、所内の感染症対策の対応強化を図る。

令和7年10月 朝霞保健所職員 20名

6 埼玉県 春日部保健所 感染症患者移送訓練

第二種感染症指定医療機関の協力のもと、新型インフルエンザ等感染症に感染
した疑いのある帰国者が、保健所管内の自宅で発症した想定で、医療機関への
患者搬送訓練を行うことにより、有事に備えた感染症発生時の対応の強化を図
る。

令和7年12月予定 医療機関、消防機関 調整中

7 埼玉県 草加保健所 感染症患者移送訓練
新型インフルエンザ等感染症に感染した疑いのある帰国者が、草加保健所管内
の自宅で発症したという想定で、医療機関への患者移送や個人防護具の着脱等
をシミュレーションし、感染症発生時の対応の強化を図る。

令和7年12月 保健所職員、医療機関職員 20名

8 埼玉県 鴻巣保健所
新興感染症患者発生時対応訓
練

新興感染症患者発生時の初動対応訓練・感染症業務訓練（相談対応・移送・検
体搬送・PPE着脱・院内体制整備等）・情報伝達訓練を想定した実践的な訓練を
実施することで、保健医療関係者が健康危機の知識と実効性のある対応方法を
習得し、地域の感染症対応力の向上を図る。

令和7年11月

医療機関職員、管内感染管
理認定看護師連絡会議メン
バー、埼玉県感染症対策課
職員、鴻巣保健所職員

40名

9 埼玉県 鴻巣保健所
新興感染症等対応 所内搬送訓
練

新興感染症等患者の発生時の初動を想定し、鴻巣保健所保健予防推進担当職
員全員を対象とし、搬送車両の操作訓練、アイソレーター付き車椅子を使用した
患者の搬送訓練を実施する。

令和7年11月
鴻巣保健所職員（保健予防
推進担当）

25名

10 埼玉県 鴻巣保健所
新興感染症等対応 所内着脱訓
練

新興感染症等患者の発生時を想定し、鴻巣保健所職員全員を対象とし、個人防
護具の着脱訓練を実施する。

令和8年2月 鴻巣保健所職員 45名

11 埼玉県 東松山保健所 感染症対応訓練
新型インフルエンザ等の感染症発生時の対応能力向上を図るため、患者の移送
訓練又は感染症発生時の机上訓練等を実施する。

令和７年11月頃 医療機関職員、行政職員 20名

12 埼玉県 坂戸保健所
新興感染症等の発生を想定し
た患者移送訓練

新興感染症等の発生を想定し、感染症患者の移送体制の確保や感染症予防に
関する人材育成を目的とし、実践的訓練（感染症指定医療機関への移送）を行
う。

時期未定
感染症指定医療機関、管内
医療機関、行政職員

30名
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

13 埼玉県 狭山保健所 所内着脱訓練
新興感染症等の発生を想定し、平時から感染対策の正しい着脱、搬送方法がで
きる体制を整える。また、関係機関の連携を通して健康危機管理能力向上を図
る。

（１）令和7年5月
（２）令和7年8月頃
（３）令和7年12月頃
（４）令和8年3月頃

（１）（２）所内感染症担当職
員
（３）所内保健予防推進担当
職員
（４）所内保健予防推進担
当、総務・地域保健推進担
当、生活衛生・薬事担当等
職員

（１）（２）
10名程度
（３）20名
程度
（４）40名
程度

14 埼玉県 狭山保健所
狭山保健所管内感染症対策
ICN連携会議内の机上訓練

年4回実施する管内感染症加算1医療機関ICNとの会議内で、新興感染症等の発
生を想定したシナリオを作成し医療機関と保健所それぞれの対応や注意点等を
共有、検討する。

令和7年10月頃
管内感染症加算1医療機
関、狭山保健所感染症担当
職員

15名程度

15 埼玉県 狭山保健所 管内医療機関感染症対応訓練
新型インフルエンザや一類感染症が管内医療機関で発生した際の医療機関との
連絡調整、受入医療機関への搬送等の流れの実動訓練を行うことで、感染症危
機への対応力を強化する。

令和8年2月頃
管内医療機関、狭山保健所
感染症担当職員

30名程度

16 埼玉県 加須保健所
新興感染症患者発生時対応訓
練

新型インフルエンザ等感染症の流行初期において感染した疑いのある有症状帰
国者が、加須保健所管内の自宅で発症し管内医療機関を外来受診した想定で、
感染症指定医療機関への入院調整を中心としたシミュレーションを行い、感染症
発生時の対応の強化を図る。

令和8年2月 医療機関 10名

17 埼玉県 幸手保健所 新興感染症対応訓練
診療所から病院への患者紹介時における情報共有の円滑化を目指し、適切な情
報共有の方法を学ぶ。また、実際の場面を想定し、情報共有フォーマットの実践
的な活用法を体験する。

令和7年9月 医療機関、消防機関 30名

18 埼玉県 熊谷保健所 感染症患者移送訓練

新型インフルエンザ等感染症に感染した疑いのある帰国者が、熊谷保健所管内
のクリニックを受診し、疑い例に合致したという想定で、医療機関への患者移送
や個人防護具の着脱等をシミュレーションし、感染症発生時の対応の強化を図
る。

令和7年10または11月 医療機関 50名

19 埼玉県 熊谷保健所 所内個人防護具着脱訓練
新興感染症等の感染症有事への対応に備え、所内の全職員を対象に個人防護
具の着脱訓練を実施し、感染症発生時の対応の強化を図る。

令和7年5月 所内職員 57名

20 埼玉県 本庄保健所 新興感染症対策訓練
新興感染症等健康危機発生時に管内関係機関が連携して適切な対応ができる
よう、感染症発生時を想定した机上訓練を行い、各機関の役割と連携を確認し体
制を強化する。

令和7年9月～11月
医療機関、郡市広域消防本
部、行政職員

30名

10



No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

21 埼玉県 秩父保健所
秩父保健所における新興感染
症等の感染症有事への対応に
係る訓練

管内の医療機関へ患者搬送の実施。個人防護具、患者搬送車への車いすの乗
降訓練などを実施する。

令和7年度冬頃 管内医療機関、市町職員 10名

22 さいたま市

地域医療課
保健所（感染症対策
課）
健康科学研究セン
ター（保健科学課）

検体採取・搬送訓練
呼吸器感染症に感染した疑い患者が、保健所管内で発症したという想定で、検
体採取及び検査の実地訓練を行い、感染症発生時における連携の確認をし、個
人防護具の着脱等感染症対応の強化を図る。

令和7年8月
市職員（感染症対応に従事
する保健師等）

30名（見
込み）

23 さいたま市
地域医療課
保健所（感染症
対策課）

移送車準備訓練
保健所管内で発生した呼吸器感染症に感染した疑い患者を、医療機関へ移送す
る際の移送車準備の実地訓練をし、感染症対応の強化を図る。

令和7年秋
市職員
（感染症対応に従事する行
政職等）

20名(見
込み）

24 さいたま市
地域医療課
保健所（感染症
対策課）

入院調整・患者移送訓練
保健所管内で発生した呼吸器感染症に感染した疑い患者を、医療機関へ移送す
る実地訓練を行い、医療機関をはじめ、関係部署との感染症発生時における連
携の確認をし、個人防護具の着脱等感染症対応の強化を図る。

令和7年11月
市職員（感染症対応に従事
する保健師等）

30名（見
込み）

25 川越市 保健予防課
新興感染症等に備えた実践型
訓練

川越市感染症予防計画及び川越市保健所健康危機対処計画において、保健所
は新興感染症等の発生時には地域における感染症対策の拠点としての機能を
発揮できるよう、平時からの研修や実践的な訓練の実施等を通じ、人材育成およ
び関係機関との連携を図るとしている。この目的を果たすため、保健所の感染症
有事体制で構成される人員等を対象とした実践型訓練を行う。

令和8年1月予定
保健所職員、川越市役所内
の保健師

50名（予
定）

26 越谷市
感染症保健対
策課

感染症患者対応・搬送訓練

大阪・関西万博開催に伴う強化サーベイランスの実施に向け、中東呼吸器症候
群(MERS)疑い患者が市内医療機関で発生したという想定で、市内中核医療機関
へ紹介受診、保健所が発生の届出を受け、第二種感染症指定医療機関へ移
送、検体採取、検体搬送をシュミレーションし、感染症発生時の迅速な連携と対
応の強化を図る。

令和7年7月頃
保健所職員、本庁職員、消
防機関、医療機関(ICN等)、
本市IHEAT要員等

40名

27 越谷市
感染症保健対
策課

ストレッチャー及び車椅子型ア
イソレーター操作確認訓練

感染症患者対応・搬送訓練の準備を兼ね、１・２類感染症発生時必要物品の確
認、ストレッチャー及び車椅子型アイソレーターの操作確認、移送の模擬訓練を
行うことで危機発生時に備える。

令和7年7月頃 保健所職員等 15名程度

28 川口市 川口市保健所 南部医療圏実践型訓練
南部医療圏に属する保健所と医療機関が連携して新興感染症等に対応できる
体制の強化を図る。

令和7年10月2日 医療機関、保健所職員 100名

29 川口市 川口市保健所 感染症業務訓練
発生届から積極的疫学調査、検体搬送、患者移送、行政検査等感染症発生時
対応の一連の流れ及びリスクコミュニケーションを想定した訓練を実施し、健康危
機時の迅速かつ適切な対応の強化を図る。

令和7年7月7日（月 ）

保健所職員、保健所以外の
保健師、消防機関（指令課・
救急課）、行政職員（情報政
策課）、IHEAT要員、感染対
策向上加算１　医療機関

50名
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No. 実施主体 担当課所 研修・訓練の名称 概要 実施期間・時期 主な対象者 参加人数

30 川口市 川口市保健所 移送・防護具着脱訓練
移送、防護具（N95マスク・タイベック）の着脱を訓練し、感染症への対応力向上を
図る。

毎月第2木曜日（6月は基礎
編を実施）

保健所職員（疾病対策課、
衛生検査課、管理課、保健
所応援職員）

20名

31 川口市 川口市保健所
移送・防護具着脱訓練　他課合
同訓練（基礎編）

感染症の基礎知識と移送、防護具着脱の訓練をし、感染症の基本的な知識の理
解と対応力の強化を図る。

令和7年6月2日（月）
保健所職員、保健所以外の
保健師

50名
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研修・訓練チェックシート 資料１－３

所属名：
研修・訓練名：

■概要

実施期間・実施日時 実施方法

目的

対象者（・定員）
参加者・
参加者数

内容

■チェックシート
No. 評価

1

2

3

4

5

6

7

8

チェック項目 評価の理由

研修・訓練の目的を具体的に設定しているか。

（対面、オンライン、オンデマンド…）
令和○年○月○日（曜日）○時～○時
令和○年○月○日（曜日）～令和○年○月○日（曜日）

（例） ICNの人材育成を図るため（関連箇所：県行動計画第3部第１章　１－１①）

（保健所職員、社会福祉施設職員、病院に勤務する医療従事者
…)

実施前
（準備段階）

事前に、参加者に対して効果的に参加するために必要な情報や
資料を共有したか。

研修・訓練のカリキュラム（内容、テーマ）は対象者のニーズに
合っているか。

研修・訓練の目的に照らし、適切な対象者を設定しているか。

目的や対象者に合わせて、適切な講師や教材を選定しているか。

研修・訓練の日程や実施方法は、対象者の参加しやすさに配慮し
ているか。

申込方法、費用等は参加者の利便性を考慮できているか。

対象者に対し、効果的な周知方法を取られているか。

県等が主催の研修・訓練を想定

評価欄（ドロップダウンリストから選
択）
①とてもあてはまる
②やや当てはまる
③どちらともいえない
④あまり当てはまらない
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［資料１－３］議題１　感染症予防計画の進捗について



No. 評価チェック項目 評価の理由

9

10

11

12

13

14

15

■工夫した点 ■今後の課題等

終了後の意見交換や振り返りタイムを十分にとったか。

実施段階

前年度（前回）の実施結果や参加者等の意見等を踏まえ、内容の
見直しが適切に行われているか。

研修・訓練のスケジュール（時間配分等）は適切か。

（今後の課題や課題に対する改善策等を記載）

実施後

計画通りに研修・訓練を実施することができたか。

研修・訓練の受講履歴を管理し、今後の研修等に活用している
か。

訓練の資料や実施結果を参加者及び参加者以外の関係者にも
広く共有して啓発を図ったか。

参加者の積極的参加を促すような実施形式を採用したか。（双方
向性、グループワーク、実践型訓練等）
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資料２

No. 分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類５ 分類６ 分類７ ページ数 本文 担当部局
関連の予算事

業名
R7予算額

関連の要
綱やマ

ニュアル
名

これまでの関連の取組 R7関連の取組（予定） 備考

例 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－２ ② 32

　県は、埼玉版FEMAの訓練を活用し、感染症有事に
関わる様々な関係者及び関係機関との連絡体制、役
割分担、状況に応じた連携及び業務フロー等を一元
的に確認するとともに、関係機関同士の顔の見える
関係を平時から構築する。

保健医療

感染症専門人材等
育成・連携事業

新興感染症対策連
携強化事業

3,114,100円
3,657,400円

なし

・埼玉版FEMAによる感染症
対応訓練を行い、関係機関同
士の強固な連結を推進

埼玉版FEMAによる感染症
対覆う訓練（２回）

1 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－２ ① 31

　県、市町村、指定地方公共機関及び医療機関は、政
府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、新型イ
ンフルエンザ等の発生に備えた実践的な訓練を実施
する。なお、訓練の内容については、疫学調査のみな
らず、オンラインを通じた診療現場への支援、
COVMATやeMAT等感染制御の支援等の訓練も
検討する。

保健医療

2 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－２ ② 32

　県は、埼玉版FEMAの訓練を活用し、感染症有事に
関わる様々な関係者及び関係機関との連絡体制、役
割分担、状況に応じた連携及び業務フロー等を一元
的に確認するとともに、関係機関同士の顔の見える
関係を平時から構築する。

保健医療

3 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－４ ① 33

　県は、国、市町村及び指定地方公共機関等と、相互
に連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時
からの情報共有、連携体制の確認、訓練を実施する。
また、必要に応じて他の都道府県との連携体制を構
築する。特に、県境を越えた医療人材等の派遣や患
者移送等については、都道府県間の連携、県と市町
村との連携、保健所間の連携も重要であり、こうした
地方公共団体間の広域的な連携についても平時から
積極的に取り組み、準備を行う。

保健医療

4 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－４ ② 33

　県、市町村及び指定地方公共機関等は、新型インフ
ルエンザ等の発生に備え、業界団体や関連する学会
等の関係機関と、情報交換等をはじめとした連携体
制を構築する。

保健医療

5 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－４ ⑤ 33

　県は、第１章第３節（対応期）(２)３－１－３に記載し
ている特定新型インフルエンザ等対策の代行や応援
の具体的な運用方法について、市町村と事前に調整
し、着実な準備を進める。

保健医療

6 行動計画 第３部
第１章

実施体制
第１節 （２） １－４ ⑥ 34

　県は、感染症対策の事前の体制整備や人材確保等
の観点から必要がある場合には、市町村や医療機
関、感染症試験研究等機関等の民間機関に対して総
合調整権限を行使し 、着実な準備を進める。

保健医療

7 行動計画 第３部
第２章

情報収集・
分析

第１節 （２） １－１ ① 43

　県等は、平時から情報収集・分析の目的や具体的な
方法を衛生研究所等と共有し、感染症に関する県内
外からの情報を収集・分析及び解釈し、リスク評価を
行う体制を整備する。また、JIHSをはじめ県内外の
関係機関や専門家等との交流や往来を深める等、人
的・組織的ネットワークの形成や維持・向上に努める。

保健医療

8 行動計画 第３部
第２章

情報収集・
分析

第１節 （２） １－１ ③ 44
　県等は、感染症有事に備え、積極的疫学調査や臨床
研究に資する情報を収集し、衛生研究所に共有する
体制を平時から整備する。

保健医療

埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画進捗管理表
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［資料２］議題２　新型インフルエンザ等対策行動計画の進捗について



No. 分類１ 分類２ 分類３ 分類４ 分類５ 分類６ 分類７ ページ数 本文 担当部局
関連の予算事

業名
R7予算額

関連の要
綱やマ

ニュアル
名

これまでの関連の取組 R7関連の取組（予定） 備考

9 行動計画 第３部
第２章

情報収集・
分析

第１節 （２） １－３ 44

　県等は、感染症危機発生時に必要な情報収集・分析
の円滑な実施のため、平時において、多様な背景の
専門性（公衆衛生や疫学、専門検査技術等）を有する
感染症専門人材の育成や、確保、活用のため、必要な
人員の規模や体制の整備に努める。

保健医療

10 行動計画 第３部
第２章

情報収集・
分析

第１節 （２） １－５ 44

　県等は、情報収集等の過程で得られた公表前の県
内の疫学情報、感染症の特徴や病原体の性状（病原
性、感染力、遺伝子型等）等の機微情報の漏えい等へ
の対策のため、情報セキュリティの強化や事案が発
生した場合の対応手順について整理する。整理に当
たっては、情報連携等を行っている関係機関等とも
対応手順を調整するよう留意する。

危機管理防
災部

保健医療部

11 行動計画 第３部
第３章

サーベイラ
ンス

第１節 （２） １－１ ① 49

　県は、平時から感染症の発生動向等を市町村が把
握できるよう、衛生研究所を中心とした感染症サー
ベイランス体制を整備し、指定届出機関 からの患者
報告や、JIHSや衛生研究所等からの病原体の検出
状況やゲノム情報等の報告等を入手できる体制を整
備する。
　また、県は、新型コロナ対応の経験を踏まえ、諸外
国における先行事例や論文等の情報収集・共有体制
を整備する。

保健医療

12 行動計画 第３部
第３章

サーベイラ
ンス

第１節 （２） １－２ ② 50

　県等は、ワンヘルス・アプローチ の考え方に基づ
き、JIHS、家畜保健衛生所、国立研究開発法人農業・
食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国立
環境研究所等と連携し、家きんや豚及び野生動物の
インフルエンザウイルス等の保有状況を把握し、新型
インフルエンザ等の発生を監視する。
　また、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来
インフルエンザに感染したおそれのある者について
保健所に情報提供があった場合には、関係者間で情
報共有を速やかに行う体制を整備する。

農林部

13 行動計画 第３部

第４章
情報提供・
共有、リス
クコミュニ
ケーション

第１節 （２） １－２－１ ① 57

　県は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、県
民等へ情報提供・共有する内容について整理する。ま
た、県民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、
こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴
覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、情報
提供・共有する媒体や方法について整理する。

危機管理防
災部

保健医療部

14 行動計画 第３部

第４章
情報提供・
共有、リス
クコミュニ
ケーション

第１節 （２） １－２－１ ② 58
　県として一体的かつ整合的な、いわゆるワンボイス
での情報提供・共有を行うことができるよう、必要な
体制や方法を整理する。

危機管理防
災部

保健医療部

15 行動計画 第３部

第４章
情報提供・
共有、リス
クコミュニ
ケーション

第１節 （２） １－２－１ ③ 58

　県は、新型インフルエンザ等発生時に、市町村や業
界団体等を通じた情報提供・共有を円滑に行うこと
ができるよう、あらかじめ双方向の情報提供・共有の
在り方を整理する。

危機管理防
災部

保健医療部

16 行動計画 第３部

第４章
情報提供・
共有、リス
クコミュニ
ケーション

第１節 （２） １－２－２ ① 58

　県は、可能な限り双方向のリスクコミュニケーション
を適切に行うことができるよう、情報の受取手であ
る県民等の反応や必要としている情報を把握し、更
なる情報提供・共有に活かす方法等を整理し、必要な
体制を整備する。

危機管理防
災部

保健医療部

17 行動計画 第３部

第４章
情報提供・
共有、リス
クコミュニ
ケーション

第１節 （２） １－２－２ ② 58

　県は、新型インフルエンザ等発生時に、県民等から
の相談に応じるため、市町村と連携しつつ、コールセ
ンター等の相談体制を構築できるよう準備する。ま
た、市町村に対し、住民ニーズに応じた相談体制を構
築するため準備するよう要請する。

保健医療部

16
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18 行動計画 第３部
第５章

水際対策
第１節 （２） １－２ 65

　県は、感染症有事において県民等に対し、収集した
情報を分かりやすく提供・共有し、注意喚起を行う体
制を構築する。

危機管理防
災部

保健医療部

19 行動計画 第３部
第６章

まん延防
止

第１節 （２） １－１ 70

　県は、感染症有事において、まん延防止対策を機動
的に実施し、又は柔軟に対策を切り替えていくため、
対策の実施等に当たり参考とするべき指標やデータ
等の内容、取得方法、取得時期等を整理する。その
際、円滑な把握ができるよう、可能な限り平時から定
期的に収集している既存の指標やデータを用いる。

保健医療部

20 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－１ 81

　県等は、国及びJIHSが行うワクチンの研究開発の
担い手の確保を推進するための人材育成に協力す
る。
　また、研究開発体制の強化のため、感染症指定医療
機関等と当該人材との連携体制の構築に努める。

保健医療部

21 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－２ 81

　県は、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、市
町村、県医師会、卸売販売業者団体等の関係者と協
議し、以下について体制を構築する。
・　県内の卸売販売業者及び医療機関等の在庫状況
等を迅速に把握する方法
・　ワクチンの供給の偏在があった場合の卸売販売業
者の在庫に係る融通方法
・　市町村との連携の方法及び役割分担

保健医療部

22 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－４－１ 82

　市町村又は県は、医療従事者の確保、接種の優先順
位の考え方等について、医療現場の過度の負担とな
らないよう国に求めるとともに、国の整理を踏まえ
つつ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の
関係者と連携し、接種に必要な人員、会場、資材等を
含めた接種体制の構築に必要な訓練を平時から行う
とともに、平時から予防接種に必要となる資材の確
保方法等の確認を行い、必要な場合に速やかに確保
できるよう準備する。

保健医療部

23 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－４－２ 82

　県又は市町村は、それぞれ特定接種の対象となり
得る者に対し、集団的な接種を原則とした速やかな
特定接種が実施できるよう、接種体制を構築する。

保健医療部

24 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－４－３ ① 83

　県は、市町村との連携のもと、市町村の住民接種体
制を補完する仕組みについて平時から準備する。
　また、市町村又は県は、国等の協力を得ながら、住
民に対し、速やかにワクチンを接種するための体制を
構築する。

保健医療部

25 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－４－３ ③ 83

　市町村又は県は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会等の医療関係者及び学校関係者等と協力
し、地域のかかりつけ医や診療所等による個別接種
体制を確認する。また、国が示す接種体制の具体的
なモデル等を参考として、接種に携わる医療従事者
等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約
等、接種の具体的な実施方法について準備を進め
る。

保健医療部

26 行動計画 第３部
第７章

ワクチン
第１節 （２） １－６ 83

　県及び市町村は、国のシステム基盤等を活用し、予
防接種事務や記録等の共有を迅速かつ正確に行うこ
とができるよう、平時から体制を構築する。

保健医療部
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27 行動計画 第３部
第８章
医療

第１節 （２） １－１－１ ④ 89

　県は、感染症有事において、協定締結医療機関の確
保病床数や稼働状況、病床使用率、重症者用病床使
用率、外来ひっ迫状況、救急搬送困難事案数等の情
報を把握し、入院や搬送等の必要な調整を実施する
ことができるよう、保健医療部が中心となって予防
計画に基づく体制整備を行う。

保健医療部

28 行動計画 第３部
第８章
医療

第１節 （２） １－２ ① 91

　県は、予防計画及び医療計画に基づく医療提供体
制の目標値を設定するとともに、地域の医療機関等
の役割分担を明確化し、通常医療との両立も含め、
新型インフルエンザ等発生時における医療提供体制
を整備する。
　県は、予防計画及び医療計画に基づき、医療機関と
の間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療
の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協定
を締結する 。

保健医療部

29 行動計画 第３部
第８章
医療

第１節 （２） １－２ ② 91

　県は、締結した医療措置協定等に基づいて、病床確
保、発熱外来及び検査等の要請を行うに際し、感染
状況に応じた医療提供体制確保を行うための方針に
ついて、平時から検討する。

保健医療部

30 行動計画 第３部
第８章
医療

第１節 （２） １－６ 92
　県は、平時から、プレハブ病床をはじめとした専用
医療施設や臨時の医療施設の設置、運営、医療人材
確保等の方法を整理する。

保健医療部

31 行動計画 第３部
第８章
医療

第１節 （２） １－８ ① 93
　県は、特に配慮が必要な患者について、患者の特性
に応じた受入れ医療機関の設定及び病床の確保や、
関係機関等との連携等の体制確保を行う。

保健医療部

32 行動計画 第３部
第９章

治療薬・
治療法

第１節 （２） １－１ 103
　県は、重点感染症について、国及びJIHSから得ら
れた知見を、保健所、医療機関等に対し、速やかに情
報共有できる体制を整備する。

保健医療部

33 行動計画 第３部
第９章

治療薬・
治療法

第１節 （２） １－２－２ 103

　県等は、国及びJIHSが行う治療法・治療薬の研究
開発の担い手の確保を推進するための人材育成に協
力する。
　また、研究開発体制の強化のため、感染症指定医療
機関等と当該人材との連携体制の構築に努める。

保健医療部

34 行動計画 第３部
第９章

治療薬・
治療法

第１節 （２） １－３－１ ① 104

　県は、国及びJIHSから得られた新型インフルエン
ザ等の診断・治療に資する情報等を、医療機関等、医
療従事者等及び県民等に対して迅速に提供・共有す
るための体制を整備する。

保健医療部

35 行動計画 第３部
第９章

治療薬・
治療法

第１節 （２） １－３－３ ③ 104

　県は、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を踏
まえ、新型インフルエンザ発生時に円滑に供給される
体制を構築するとともに、医療機関や薬局、医薬品
の卸売販売業者に対し、抗インフルエンザウイルス薬
の適正流通を要請する。

保健医療部

36 行動計画 第３部
第１０章

検査
第１節 （２） １－１ ④ 110

　県等は、新型インフルエンザ等の発生時に速やかに
検査体制を整備するため、衛生研究所、民間検査機
関、医療機関、研究機関及び流通事業者等感染症有
事に検査の実施に関与する機関（以下、「検査関係機
関等」という。）との間の役割分担を平時から確認す
る。
　また、県は、新型インフルエンザ等の発生時に迅速
に検査ができるよう、公用車等による検体搬送に加
え、運送事業者等とも検体の搬送方法の検討を行
う。

保健医療部

37 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－１ ① 118
　県は、感染症対応が可能な専門職を含む人材の確
保、国及び地方公共団体等からの人材の送り出し及
び受入れ等に関する体制を構築する。

保健医療部

18
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38 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－１ ② 118

　県等は、保健所における流行開始（新型インフルエ
ンザ等感染症等に係る発生等の公表）から１か月間に
おいて想定される業務量に対応するため、保健所職
員、本庁等からの応援職員、IHEAT要員 、市町村か
らの応援派遣等、保健所の感染症有事体制を構成す
る人員を確保する。

保健医療部

39 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－３－１ ⑥ 120
　県は、保健所と地域のICNをはじめとした感染対
策に従事する看護師等の情報共有等を図り、感染症
有事における連携体制を構築する。

保健医療部

40 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－４ ① 121

　県等は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係
る積極的疫学調査、病原体の収集及び分析等の専門
的業務を適切に実施するために、感染症がまん延し
た際の情報量と業務量の増大を想定し、効率的な情
報集約と柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構
築するとともに、保健所や衛生研究所等における交
替要員を含めた人員体制や設備等の整備、感染症対
応業務に従事する職員等のメンタルヘルス支援等の
必要な対策を講ずる。また、県は、外部委託や市町村
の協力を活用しつつ健康観察を実施できるよう体制
を整備する。

保健医療部
総務部

41 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－４ ⑦ 121

　県等、保健所及び衛生研究所等は、感染症サーベイ
ランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエ
ンザ、新型コロナ、急性呼吸器感染症（ARI）等の流
行状況（病原体ゲノムサーベイランスを含む。）を迅速
に把握する体制を整備する。

保健医療部

42 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－４ ⑨ 122

　県等、保健所及び家畜保健衛生所は、感染症法若し
くは家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）に
基づく獣医師からの届出又は野鳥等に対する調査等
に基づき、国内及び地域における鳥インフルエンザの
発生状況等を把握する。また、医療機関から鳥インフ
ルエンザの感染が疑われる者について保健所に情報
提供・共有があった場合に、それぞれ情報提供・共有
を行う体制を整備する。

農林部

43 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－６ ① 122

　県等は、国から提供された情報をはじめ、感染症に
関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、マス
ク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける
等）、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエン
ザ等に関する情報、発生時に取るべき行動や対策等
について、地域の実情に応じた方法で、県民に対して
情報提供・共有を行う。
　また、県民への情報提供・共有方法や、県民向け
コールセンター等の設置をはじめとした県民からの
相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在
り方等について、あらかじめ検討を行い、感染症有事
の際に速やかに感染症情報の県民への情報提供・共
有体制を構築できるようにする。

危機管理防
災部

保健医療部

44 行動計画 第３部
第１１章
保健

第１節 （２） １－６ ② 122

　県等は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手
である県民等と可能な限り双方向のコミュニケー
ションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に
行うことができるよう、県民等が必要とする情報を
把握し、更なる情報提供・共有に資する方法等を整理
する。

危機管理防
災部

保健医療部

45 行動計画 第３部
第１２章

物資
第１節 （２） １－１ 134

　県は、感染症対策物資等の需給状況の把握、供給の
安定化、生産等の要請等を円滑に行うため、国及び
関係機関との連絡・情報共有体制を整備する。

保健医療部

19
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46 行動計画 第３部

第１３章
県民生活
及び県民
経済の安
定の確保

第１節 （２） １－１ 141

　県は、新型インフルエンザ等発生時に、県民生活及
び社会経済活動への影響に関する情報収集を行うた
め、国の関係省庁、市町村、指定地方公共機関、関係
業界団体との間で、連絡窓口となる部署及び担当者
を定め、情報共有体制を整備する。
　また、県及び市町村は、新型インフルエンザ等対策
の実施に当たり、関係機関との連携、また内部部局
間での連携のため、必要となる情報共有体制を整備
する。

危機管理防
災部

産業労働部

47 行動計画 第３部

第１３章
県民生活
及び県民
経済の安
定の確保

第１節 （２） １－２ 141

　県及び市町村は、新型インフルエンザ等発生時の支
援実施に係る行政手続や支援金等の給付・交付等に
ついて、DXを推進し、適切な仕組みの整備を行う。
その際は、高齢者やデジタル機器に不慣れな人々、外
国人等も含め、支援対象に迅速に網羅的に情報が届
くようにすることに留意する。
　また、支援の際には、支援対象及びその内容につい
て、ニーズに即した支援を行うとともに、公平性に留
意し、実施する。

保健医療部
産業労働部

48 行動計画 第３部

第１３章
県民生活
及び県民
経済の安
定の確保

第１節 （２） １－７ 143

　県は、国及び市町村と連携し、火葬場の火葬能力及
び一時的に遺体を安置できる施設等についての把
握・検討を行い、火葬又は埋葬を円滑に行うための
体制を整備する。

保健医療部
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2. 概 要

情報収集・分析①

サーベイランス②

情報提供・共有、リスコミ③

水際対策④

まん延防止⑤

予防接種（ワクチン）⑥

医療⑦

治療薬・治療法⑧

検査⑨

保健⑩

物資の確保⑪

事業者・職場における対策⑫

埋火葬の円滑な実施⑬

埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画ガイドラインについて

1

１．目 的

 ガイドラインは、県行動計画に定められた内容について、平時の備えや感染症有事に対応すべき事項に関し、より具体的な内容を整理することで、
県・市町村等の関係者が、適切に対応していくにあたり必要な事項を示すもの。

 令和6年7月の政府行動計画の全面改定に基づき、同年8月に政府ガイドラインが改定されたため、県もあわせて県ガイドラインを作成するもの。

医療の状況や県民生活に関する情報等の収集・分析の実施体制やプロセスなど

感染症の発生状況に応じたサーベイランスの切替えなど

ワンボイスで情報提供・共有、双方向コミュニケーションの実施方法など

国等との連携体制や県内宿泊施設で待機する者の健康監視など

外出自粛要請、休業要請や時短要請、イベントや職場の感染防止策等など

臨時の接種会場の設置、デジタル化を通じた接種勧奨や接種記録の管理など

平時における訓練・研修、臨時の医療施設等の設置、医療人材の確保など

抗インフルエンザ薬の備蓄、放出基準及び放出スキームなど

各検査の実施体制構築及びその具体的なプロセスなど

県等、保健所、衛生研究所等が行う人材確保、体制整備等など

個人防護具の備蓄、医療機器の配置状況の把握等など

職場における事業継続方針、従業員等の教育・訓練など

火葬能力を超える死亡者が出た場合の連携体制など

資料３
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医療提供体制検討部会の設置について

所掌事務

新型インフルエンザ等発生時の入院調整の在り方や、

医療措置協定に基づく要請の切り替えの考え方など、

医療提供体制の確保に関する方針（案）を検討

スケジュール（予定）

第1回 令和7年5月２７日

第2回 令和7年7月頃

第3回 令和7年12月頃

所属・経歴など委員名

埼玉県医師会 副会長、 感染症対策推進部会 部会長丸木 雄一1

さいたま赤十字病院 院長、 元重症支援コーディネーター（救急医療）清田 和也2

自治医科大学付属さいたま医療センター 副センター長（救急医療）守谷 俊3

埼玉医科大学病院 院長補佐・感染症対策室長（感染症、感染制御）樽本 憲人4

さいたま市民医療センター 内科部長・救急総合診療科長、

元重症支援コーディネーター
坪井 謙5

県立循環器呼吸器病センター 副病院長（呼吸器内科）

元重症支援コーディネーター
倉島 一喜6

疾病対策課 副課長、 元感染症対策課（入院調整）赤羽 典子7

南部保健所 主任、 元感染症対策課（入院調整）石北 芽依8

医療提供体制検討部会 委員 ※敬称略

感
染
症
対
策
連
携
協
議
会

準備期（平時） 初動期（疑い例発生～対策本部設置） 対応期（対策本部設置後）

○ 入院調整本部の運用、感染症有事の医療提供体制
の在り方について検討

医療提供体制検討部会

○ 予防計画の改定 ○ 関係者間の情報共有
○ 予防計画・行動計画に係る取組の進捗管理（ex. 各施策の取組状況、数値目標の達成状況、研修・訓練）

感染症対策推進部会

新型インフルエンザ等対策行動計画部会

○ 新型インフルエンザ等対策行動計画の改定
○ 行動計画に係る取組の進捗管理（ex. 各施策の取組状況等）

○ 感染症有事に応じ、本県の事情に合った対策（社会経済に関する対策を含む）を検討し、対策本部に助言

専門家会議

○ 入院調整を実施

入院調整本部
○ 感染症の特徴等に応じた対策（医療に関する対策）

の検討

社会福祉法人埼玉慈恵会 介護老人保健施設ぬくもり 施設長、
元新型コロナウイルス感染症県調整本部長、
元県立循環器・呼吸器病センター長

星 永進OBS

報告１
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令和７年度のスケジュール

事務局
医療提供体制

検討部会新型インフル部会対策推進部会連携協議会

令和7年
３月

４月

５月

６月

７月

８月

９～11月

12月

令和8年
１月

2～3月

a.進捗管理整理
b.行動計画GL素案作成
c.医療提供体制の在り方
素案作成

■医療提供体制部会設置
■年度スケジュール b.行動計画GL素案監

修（医療提供体制）a.進捗管理に係る方針説明
b.行動計画GL素案検討

a.進捗管理に係る検討
b.行動計画GL概要説明

■GL案等への意見反映
■研修・訓練実施
■県業務継続計画等策定
■市町村行動計画の策定

支援

a.進捗管理に係る中間報告
b.行動計画GL最終案取りまとめ

a.進捗管理に係る中間報告
b.行動計画GL整合性確認

a.進捗管理に係る報告
c.医療提供体制の在り方取りまとめ

a.進捗管理最終報告
c.医療提供体制の在り方決定

a.進捗管理中間報告
b.行動計画GL作成

1

c.医療提供体制の
在り方検討

c.医療提供体制の
在り方検討

c.医療提供体制の
在り方取りまとめ

a.進捗管理に係る中間報告
c.医療提供体制の在り方取りまとめ

報告２
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第５節 感染症医療 
本節は、感染症の予防のために、感染症法第１０条第１項に基づき、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（平成

１１年厚生省告示第１１５号。以下、「基本指針」という。）に即して策定する感染症の予防のための施策の実施に関する計画（以下、

「予防計画」という。）として定めるものです。 
 

１ 目指すべき姿 
感染症に罹患しても迅速・適切な検査・治療を受けることができ、感染拡大を最小限に抑える体制を構築します。また、新興感染症

（本節においては、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のことをいう。以下同じ。）の発生に対して、関係機関と

連携して、平時から感染症の発生及びまん延を防止していくための医療提供体制、検査体制、宿泊療養体制等を整備し、県民が安心し

て生活できる社会を目指します。 
 

２ 現状と課題 
平成２１年（２００９年）に新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）が世界的に大流行し、県内で医療機関を受診した患者数は１００

万人を超えたと推計されています。 
新型インフルエンザ等に対する対策として、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）が平成２５年（２０

１３年）４月に施行されました。この法律は、新型インフルエンザ等発生時における措置などを定め、国民の生命・健康を保護し、国

民生活及び経済への影響を最小とすることを目的とするもので、同法に基づき、平成２５年（２０１３年）６月には政府行動計画が閣

議決定されました。また、これを踏まえ、平成２６年（２０１４年）１月に、県は「埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策

定しました。 
令和元年（２０１９年）に中国で確認された新型コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）が世界的に流行（パンデミック）し、令

和２年（２０２０年）にＷＨＯ（世界保健機関）が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）を宣言しました。令和５

年（２０２３年）５月に宣言が終了されるまでに本県において約１８０万人が陽性となりました。このパンデミックにおいては、これ

までの感染症では想定していなかった対応が求められました。 
これを踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和４年（２０２２

年）１２月には、感染症法の改正がなされました。改正感染症法においては、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外

来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実

施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずることとされています。感染症の発生に備えるため、平時からの体制構築が課題となって

います。 
その他、若年者の性感染症の増加が懸念される中、性感染症に関する正しい知識の普及及び早期発見体制の構築も必要です。 
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３ 課題解決に向けた主な取組 
⑴ 感染症の予防の推進の基本的な方向 
ア 対策に当たっての基本的な考え方 
(ｱ) 事前対応型の体制の構築 

ａ 感染症対策は、国内外における感染症に関する情報の収集、分析並びに国民及び医師等医療関係者への公表（以下、「感染症

発生動向調査」という。）を適切に実施するための体制（以下、「感染症発生動向調査体制」という。）の整備、基本指針、予防

計画及び特定感染症予防指針に基づく取組を通じて、平時（患者発生後の対応時（感染症法第４章又は感染症法第５章の規定

による措置が必要とされる状態をいう。以下同じ。）以外の状態をいう。以下同じ。）から感染症の発生及びまん延を防止して

いくことに重点を置いた事前対応型の体制を構築することが重要です。 

ｂ 県は、県、保健所設置市、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関その他の関係機関（高齢者施設

等の関係団体等を含む。）で構成される「埼玉県感染症対策連携協議会」（以下、「連携協議会」という。）を設置します。連携

協議会を通じ、予防計画等について協議を行うとともに、予防計画に基づく取組状況を毎年報告し、進捗確認を行うことで、

平時より感染症の発生及びまん延を防止していくための取組について関係者が一体となってＰＤＣＡサイクルに基づき改善

を図り、実施状況を検証することが必要です。 

ｃ 県は、感染症法第９条第３項に基づき基本指針が変更された場合には、感染症法第１０条第４項に基づき予防計画に再検討

を加え、必要があると認めるときは、予防計画を変更します。また、県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を

行い、必要があると認めるときも、同様とします。 

(ｲ) 県民個々人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 

感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報の収集及び分析とその分析の結果並びに感染症の予防及び治療に必要な情報

の県民への積極的な公表を進めつつ、県民個々人における予防及び感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早

期治療の積み重ねによる社会全体の予防を推進していくことが重要です。 

(ｳ) 人権の尊重 

ａ 感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の意思や人権を尊重し、一人一人が安心して

社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の措置がとられた場合にも早期に社会に復帰できるような環境の

整備に努めることが必要です。 

ｂ 感染症に関する個人情報の保護には十分留意し、感染症に対する差別や偏見の解消のため、報道機関に協力を求めることを

含め、あらゆる機会を通じて正しい知識の普及啓発に努めることが必要です。 

(ｴ) 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応 

  感染症の発生は、周囲へまん延する可能性があることから、県は、県民の健康を守るための健康危機管理の観点に立った迅

速かつ的確な対応が求められています。そのため、感染症の発生状況等の的確な把握が不可欠であり、感染症の病原体の検査

を含めた総合的な感染症発生動向調査体制の確立に向けて、疫学的視点を重視しつつ、行政機関内の関係部局はもちろんのこ
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と、その他の関係者が適切に連携して迅速かつ的確に対応できる体制の整備を行うとともに、基本指針及び予防計画に基づき、

また健康危機管理の段階に応じた行動計画等の策定及びその周知を通じ、健康危機管理体制の構築を行うことが必要です。 

イ 関係機関、県民及び医師等の役割 
(ｱ) 地方公共団体の役割 

ａ 連携協議会は、感染症法に基づく予防計画の策定等を通じて、県、保健所設置市その他の関係者の平時からの意思疎通、情

報共有、連携の推進並びに有事の際の情報共有や情報発信を目的に、県が実情に即して設置します。 

ｂ 保健所設置市は、基本指針及び「埼玉県感染症予防計画」に即して予防計画を策定することに鑑み、予防計画を立案する段

階から、県と相互に連携して感染症対策を行う必要があります。 

ｃ 県及び保健所設置市（以下、「県等」という。）においては、保健所については地域における感染症対策の中核的機関として、

また、地方衛生研究所等（地域保健法第２６条に規定する業務を行う同法第５条第１項に規定する地方公共団体の機関（当該

地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関）をいう。以下同じ。）については県等における感染症の技術

的かつ専門的な機関として、それぞれの役割が十分に果たされるよう、体制整備や人材育成等の取組を計画的に行うことが重

要です。 

ｄ 県は、平時から感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保、他の地方公共団体等への人材派遣、国及び他の地方公共団体

からの人材の受入れ等に関する体制を構築します。 

  新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間には、情報集約、地方公共団体間調整、業務の一元化等の対応により、保健

所設置市等を支援する必要があります。 

ｅ 市町村は、自宅療養者等の療養環境の整備等、県が実施する施策への協力や感染状況等の情報提供、相談対応を通じて住民

に身近な立場から感染症の発生及びまん延の防止を図る必要があります。 

(ｲ) 県民の役割 

県民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければなりません。また、感染症の患者

等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないようにしなければなりません。 

(ｳ) 医師等の役割 

ａ 医師、感染管理認定看護師その他の医療関係者は、医療関係者の立場で県等の施策に協力するとともに、良質かつ適切な医

療を提供するよう努めなければなりません。また、感染症患者等に適切な説明を行い、治療や感染拡大防止に必要な対応への

理解を得るよう努めなければなりません。 

ｂ 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、高齢者施設、障害者施設等の開設者等は、施設における感染症の発生の

予防やまん延の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

ｃ 保険医療機関又は保険薬局は、感染症の入院患者の医療その他必要な医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措

置に協力することとします。特に、公的医療機関等（感染症法第３６条の２第１項に規定する公的医療機関等をいう。以下同

じ。）、地域医療支援病院及び特定機能病院は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症に係る医療を提供
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する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、知事が通知する医療の提供等の事項について、措置を講じなけれ

ばなりません。 

(ｴ) 獣医師等の役割 

ａ 獣医師その他の獣医療関係者は、獣医療関係者の立場で県等の施策に協力するとともに、良質かつ適切な獣医療を提供する

ことにより感染症の予防に寄与するよう努めなければなりません。 

ｂ 動物等取扱業者（感染症法第５条の２第２項に規定する者をいう。以下同じ。）は、自らが取り扱う動物及びその死体（以下、

「動物等」という。）が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物等の適切

な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

ウ 予防接種 
予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の中で、主として感受性対策を受け持つ重要な

ものです。そのため、国が行うワクチンの有効性及び安全性の評価を踏まえ、ワクチンに関する正しい知識の普及を進め、県民の

理解を得つつ、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づき積極的に予防接種を推進していく必要があります。 
⑵ 感染症の発生の予防及びまん延防止に関する事項 
ア 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 
(ｱ) 感染症の発生の予防のための施策に関する考え方 

ａ 感染症の発生の予防のための対策においては、事前対応型行政の構築を中心として、地方公共団体が具体的な感染症対策を

企画、立案、実施及び評価していくことが重要です。 

ｂ 感染症の発生の予防のための対策のための日常行われるべき施策は、感染症発生動向調査がその中心としてなされるもので

すが、さらに、平時における食品保健対策、環境衛生対策等について、関係各機関及び関係団体との連携を図りながら具体的

に講ずる必要があります。また、患者発生後の対応時においては、感染症のまん延の防止のための施策に関する事項につき適

切に措置を講ずる必要があります。 

ｃ 予防接種による予防が可能であり、ワクチンの有効性及び安全性が確認されている感染症については、実施体制の整備等を

進め、予防接種法に基づき適切に予防接種が行われることが重要です。また、市町村は、地域の医師会、薬剤師会等と十分な

連携を行い、個別接種の推進その他の対象者が接種をより安心して受けられるような環境の整備を地域の実情に応じて行うべ

きです。さらに、県及び市町村においては、県民が予防接種を受けようと希望する場合、予防接種が受けられる場所、機関等

についての情報を積極的に提供していくことが重要です。（＊） 

 ＊知事は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３１条の２及び第３１条の３に基づき、特に必要であるときは、歯科医師

等に対し、検体採取又は注射行為を行うよう要請する。 

(ｲ) 感染症発生動向調査事業の実施 

ａ 県等が、感染症発生動向調査を実施することは、感染症の予防のための施策の推進に当たり、最も基本的な事項であること

から、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感
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染症の情報収集、分析及び公表について、精度管理を含めて統一的な体系で進めていくことが不可欠です。県等は、特に現場

の医師に対して、感染症発生動向調査の重要性についての理解を求め、医師会等を通じ、その協力を得ながら、適切に進めて

いきます。 

ｂ 県等においては、感染症法第１２条に規定する届出の義務について、医師会等を通じて周知を行い、病原体の提出を求める

とともに、最新の医学的知見を踏まえた感染症発生動向調査の実施方法の見直しについての検討やデジタル化が進む中での迅

速かつ効果的に情報を収集・分析する方策についての検討を推進します。また、県は、感染症法第１４条第１項及び第１４条

の２第１項に規定する指定に当たっては、定量的な感染症の種類ごとの罹患率等の推定を含めて、感染症の発生の状況及び動

向の正確な把握ができるように行います。 

ｃ 感染症法第１３条の規定による届出を受けた知事、保健所設置市の長 （以下、「知事等」という。）は、当該届出に係る動物

等が感染症を人に感染させることを防止するため、速やかに感染症法第１５条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因

の調査（以下、「積極的疫学調査」という。）の実施その他必要な措置を講じます。この場合においては、保健所、衛生研究所、

動物等取扱業者の指導を行う機関等が相互に連携します。 

ｄ 一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者並びに新感染症にかかっていると疑われる者

については、感染症法に基づき健康診断等の感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに患者に対する良質かつ適切な医療の

提供が迅速かつ適切に行われる必要があり、また、四類感染症については、病原体に汚染された場所の消毒、ねずみ族の駆除

等の措置が迅速かつ適切に行われる必要があるほか、一部の五類感染症についても、感染拡大防止のため迅速に対応する必要

があることから、医師から知事等への届出については、適切に行われるように求めます。 

ｅ 二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症については、感染症の発生予防及びまん延防止のための措置

が迅速かつ適切に行われる必要があります。このため、感染症法第１４条に規定する指定届出機関からの届出が適切に行われ

るよう医師会等を通じて周知を行います。また、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症について、厚

生労働大臣が認めたときは、指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、知事等への届出を適切に求めます。 

ｆ 感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医療の提供のために不可欠ですが、さらに、感染症の発

生の予防及びまん延の防止のために極めて重要な意義を有しています。したがって、県等は、衛生研究所等を中心として、国

立感染症研究所と連携し、病原体に関する情報が統一的に収集、分析及び公表される体制を構築するとともに、患者に関する

情報とともに全国一律の基準及び体系で一元的に機能する感染症発生動向調査体制を構築します。また、国立感染症研究所及

び衛生研究所等が必要に応じて医療機関等の協力も得ながら、病原体の収集・分析を行います。 

(ｳ) 早期発見体制の構築等による感染症の予防 

ａ 結核に係る定期の健康診断については、高齢者、結核発症の危険性が高いとされる幾つかの特定の集団、発症すると二次感

染を起こしやすい職業等の定期の健康診断の実施が有効かつ合理的であると認められる者については、重点的な健康診断を実

施します。 

ｂ 正しい知識の普及及び早期発見体制の構築に基づく性感染症の予防を図ります。 
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イ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 
(ｱ) 患者等発生後の対応時の対応に関する考え方 

ａ 感染症のまん延防止対策の実施に当たっては、健康危機管理の観点から、迅速かつ的確に対応するとともに、患者等の人権

を尊重することが重要です。また、県民個々人の予防及び良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積み重ねによる社会

全体の予防の推進を図っていくことが基本です。 

ｂ 感染症のまん延の防止のためには、県等が感染症発生動向調査等による情報の公表等を行うことにより、患者等を含めた県

民、医療関係者等の理解と協力に基づいて、県民が自ら予防に努め、健康を守る努力を行うことが重要です。 

ｃ 感染症の対応においては、必要なところに支援が行き届くように、社会全体で支援する仕組みを構築していく必要がありま

す。 

ｄ 知事は、情報（新興感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に限る。）の公表に関し、当該情報に関する住民の理解

の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることが重要です。また、当該協力のた

めに必要があると認めるときは、協力を求めた市町村長に対し、個人情報の保護に留意の上、患者数及び患者の居住地域等の

情報を提供することができます。 

ｅ 対人措置（感染症法第４章に規定する措置をいう。以下同じ。）等一定の行動制限を伴う対策を行うに当たっては、必要最小

限のものとするべきであり、仮に措置を行う場合であっても患者等の人権の尊重が必要です。 

ｆ 知事等が対人措置及び対物措置（感染症法第５章に規定する措置をいう。）を行うに当たっては、感染症発生動向調査等によ

り収集した情報を適切に活用する必要があります。 

ｇ 事前対応型行政を進める観点から、県等においては、特定の地域に感染症が集団発生した場合における医師会等の専門職能

団体や高齢者施設等関係団体等、近隣の地方公共団体との役割分担及び連携体制について、まん延の防止の観点からあらかじ

め定めておくことが必要です。 

ｈ 複数の都道府県等にまたがるような広域的な感染症のまん延の場合には、県等においても都道府県等相互の連携体制をあら

かじめ構築しておくことが必要です。 

ｉ 感染症のまん延の防止のため緊急の必要があるときは、必要に応じ、県は、予防接種法第６条に基づく指示を行い、臨時の

予防接種が適切に行われるようにする必要があります。 

(ｲ) 検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院 

ａ 対人措置を講ずるに当たっては、感染症の発生及びまん延に関する情報を対象となる患者等に提供し、その理解と協力を求

めながら行うことを基本とし、人権の尊重の観点から必要最小限のものとするとともに、審査請求に係る教示等の手続及び感

染症法第２０条第６項に基づく患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳正に行います。 

ｂ 検体の提出若しくは検体の採取に応じるべきことの勧告又は検体の採取の措置の対象者は、一類感染症、二類感染症若しく

は新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは感染症の患者と接触した者など当該

感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症の所見がある者若しくは新感染症にかかっていると
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疑うに足りる正当な理由のある者とします。 

ｃ 健康診断の勧告等については、病原体の感染源、感染経路その他の状況を十分に考慮した上で、当該感染症にかかっている

と疑うに足りる理由のある者を対象とします。また、感染症法に基づく健康診断の勧告等以外にも、県等が情報の公表を的確

に行うことにより、県民が自発的に健康診断を受けるように勧奨するなどの対策を講じます。 

ｄ 就業制限の対象者には、本人の自覚に基づく自発的な休暇又は就業制限の対象以外の業務に一時的に従事すること等により

対応することが基本であり、県等は、対象者その他の関係者に対し、このことの周知等を行います。 

ｅ 入院の勧告等に係る入院においては、医師から患者等に対する十分な説明と同意に基づいた医療の提供が基本です。県等に

おいては、入院後も、感染症法第２４条の２に基づく処遇についての知事等に対する苦情の申出や、必要に応じての十分な説

明及びカウンセリング（相談）を通じ、患者等の精神的不安の軽減を図るよう要請します。 

ｆ 知事等が入院の勧告を行うに際しては、県等の職員から患者等に対して、入院の理由、退院請求、審査請求に関すること等、

入院の勧告の通知に記載する事項を含め十分な説明を行います。また、入院勧告等を実施した場合にあっては、県等は、講じ

た措置の内容、提供された医療の内容及び患者の病状について、患者ごとに記録票を作成する等の統一的な把握を行います。 

ｇ 入院の勧告等に係る患者等が、感染症法第２２条第３項に基づく退院請求を行った場合、知事等は当該患者の病原体を保有

しているかどうかの確認を速やかに行います。 

(ｳ) 感染症の診査に関する協議会 

感染症の診査に関する協議会については、感染症のまん延の防止の観点から、感染症に関する専門的な判断を行うことは当然

ですが、患者等への医療及び人権の尊重の視点も必要であることから、知事等は、協議会の委員の任命に当たっては、この趣旨

を十分に考慮します。 

(ｴ) 消毒その他の措置 

消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する措置、建物への立入制限又は封鎖、交通の制限及び遮断等の措置を講ずるに

当たっては、知事等及び知事の指示を受けた市町村長は、可能な限り関係者の理解を得ながら実施していくよう努めるとともに、

これらの措置は、個人の権利に配慮しつつ、必要最小限のものとします。 

(ｵ) 積極的疫学調査のための体制の構築 

ａ 積極的疫学調査については、国際交流の進展等に即応し、より一層、その内容を充実させていきます。 

ｂ 積極的疫学調査については、対象者の協力が得られるようその趣旨をよく説明し、理解を得ることに努めます。また、一類

感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者については、正当な理由なく応

じない場合には、指示、罰則の対象となることを、人権に配慮しあらかじめ丁寧に説明します。 

ｃ 積極的疫学調査は、①一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、

又は発生した疑いがある場合、②五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合、③国内で発生していない感染症であって

国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合、④動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生す

るおそれがある場合、⑤その他知事等が必要と認める場合、には的確に行うことが重要です。これらの場合においては、保健
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所、衛生研究所、動物等取扱業者の指導を行う機関等と密接な連携を図ることにより、地域における流行状況の把握並びに感

染源及び感染経路の究明を迅速に進めていきます。 

ｄ 知事等が積極的疫学調査を実施する場合にあっては、必要に応じて国立感染症研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究

センター、他の都道府県等の地方衛生研究所等の協力を求め、それらを得ながら実施していくことが重要であり、協力の求め

があった場合は、関係する地方公共団体は必要な支援を積極的に行います。 

ウ 感染症の発生予防及びまん延防止のための関係機関等との連携 
(ｱ) 食品保健対策との連携 

ａ 予防に当たっての連携 

県等においては、感染症対策部門と食品保健部門の効果的な役割分担と連携が必要です。飲食に起因する感染症である食品

媒介感染症の予防に当たっては、食品の検査及び監視を要する業種や給食施設への発生予防指導については、他の食中毒対策

と併せて食品保健部門が主体となり、二次感染によるまん延の防止等の情報の公表や指導については、感染症対策部門が主体

となることを基本とします。 
ｂ まん延防止に当たっての連携 

(a) 食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、県等においては、保健所長等の指揮の下、食品保健部門にあっては

主として病原体の検査等を行うとともに、感染症対策部門にあっては患者に関する情報を収集するといったような役割分担

により、相互に連携を図りながら、迅速な原因究明を行います。 
(b) 病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、県等の食品保健部門にあっては一次感染を防止するため、原因物質

に汚染された食品等の販売禁止、営業停止等の行政処分を行うとともに、また、感染症対策部門にあっては必要に応じ、消

毒等を行います。 
(c) 二次感染による感染症のまん延の防止については、感染症対策部門において感染症に関する情報の公表の他必要な措置を

とる等により、その防止を図ります。 
(d) 原因となった食品等の究明に当たっては、保健所等は、衛生研究所、国立試験研究機関等との連携を図ります。 

(ｲ) 環境衛生対策との連携 

ａ 予防に当たっての連携 

(a) 平時において、水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生の予防対策を講ずるに当たっては、県等は、感

染症を媒介するねずみ族及び昆虫等（以下、「感染症媒介昆虫等」という。）の駆除並びに防鼠及び防虫に努めることの必要

性等の正しい知識の普及、蚊を介する感染症が流行している海外の地域等に関する情報の提供、カラス等の死亡鳥類の調査、

関係業種への指導等について感染症対策部門と環境衛生部門の連携を図ります。 
(b) 平時における感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠及び防虫は、感染症対策の観点からも重要です。この場合の駆除並びに
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防鼠及び防虫については、地域によって実情が異なることから、各市町村が各々の判断で適切に実施するものとします。ま

た、駆除に当たっては、過剰な消毒及び駆除とならないように配慮します。 
ｂ まん延防止に当たっての連携 

水や空調設備、感染症媒介昆虫等を介した感染症のまん延防止の対策を講ずるに当たっても、県等の感染症対策部門にあっ

ては、環境衛生部門との連携を図ります。 
(ｳ) 関係各機関及び関係団体の連携 

ａ 感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくためには、感染症対策部門、食品保健部門、環境衛生部門等が適切に連携を

図っていくことが基本ですが、学校（学校設置者）、企業等の関係機関及び団体等とも連携を図ります。また、国と地方公共団

体の連携体制、地方公共団体相互の連携体制、行政機関と医師会等の専門職能団体や高齢者施設等関係団体等の連携体制を、

連携協議会等を通じて構築します。さらに、広域での対応に備え、国と地方公共団体の連携強化や都道府県等間の連携強化を

図ります。 

ｂ 感染症のまん延の防止のためには、特に感染症の集団発生や原因不明の感染症が発生した場合に対応できるよう、国と地方

公共団体、地方公共団体相互間の連携体制及び行政機関と医師会等の医療関係団体並びに国や県等における関係部局の連携体

制を構築しておきます。 

ｃ 検疫所が隔離又は停留等を行うに当たって、関係者との連携を図りながら、必要な療養施設等を確保できるように、県等は

協力するよう努めます。 

なお、検疫手続の対象となる入国者について、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型インフルエンザ等

感染症若しくは指定感染症の病原体の保有が明らかになった場合又は入国者の健康状態の異状を確認した場合には、県等への

通知により、国内の感染症対策との連携を図ることとされています。 
⑶ 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究 
ア 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する基本的な考え方 

感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであることから、感染症及び病原体等に関する調査及び研究は、感

染症対策の基本となるべきものです。 
イ 県等における情報の収集、調査及び研究の推進 
(ｱ) 県等における情報の収集、調査及び研究 

県等における情報の収集、調査及び研究の推進に当たっては、地域における感染症対策の中核的機関である保健所及び県等に

おける感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関である衛生研究所等が県等の関係主管部局と連携を図りつつ、計画的に取

り組みます。 

(ｲ) 保健所における情報の収集、調査及び研究 

保健所は、地域における感染症対策の中核的機関との位置付けから、感染症対策に必要な情報の収集、疫学的な調査及び研究

を衛生研究所等との連携の下に進め、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点としての役割を担います。 
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(ｳ) 衛生研究所等における情報の収集、調査及び研究 

ａ 衛生研究所等は、県等における感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関として、国立感染症研究所や他の地方衛生研

究所等、検疫所、県等の関係部局及び保健所との連携の下に、感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査並びに情報等の収

集、分析及び公表の業務を通じて感染症対策の重要な役割を担います。 

ｂ 衛生研究所等における調査及び研究については、新たな政策課題の設定及び分析評価を行うとともに、検査精度及び検査件

数等の規模の双方の要請に応えます。また、調査及び研究の成果等は、関係法令を踏まえつつ、関係機関及び県民に対して、

積極的に提供します。 

(ｴ) 調査及び研究の留意点 

県等における調査及び研究においては、地域に特徴的な感染症の発生の動向やその対策等の地域の環境や当該感染症の特性等

に応じた取組を行います。その取組に当たっては、疫学的な知識及び感染症対策の経験を有する職員を活用します。 

(ｵ) 感染症対策の推進に活かしていく仕組みについて 

ａ 感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に収集し、感染症対策の推進に活かしていくための仕組

みとして、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師が県に対して届出等を行う場合には、電磁的方法によるものとし

ます。 

ｂ 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が入

院した場合や、当該患者又は所見がある者が退院又は死亡した場合も電磁的方法で報告します。 

ｃ 県等は、収集した様々な情報について個人を特定しないようにした上で、連結して分析します。 

(ｶ) 感染症指定医療機関における対応 

感染症指定医療機関は、新興感染症の対応を行い、知見の収集及び分析を行います。県は、第一種・第二種感染症指定医療機

関及び第一種協定指定医療機関に対しては、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターを中心とした感

染症に関する医薬品等の治験及び研究開発のネットワークに参加し、感染症の発生時に新興再興感染症データバンク事業（ＲＥ

ＢＩＮＤ）に協力するよう促します。 

ウ 関係各機関及び関係団体との連携 
感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当たっては、関係各機関及び関係団体が適切な役割分担を行うことが重要です。こ

のため、衛生研究所等は、国立感染症研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人日本医療研究開発

機構、大学研究機関をはじめとする関係研究機関等と相互に十分な連携を図ります。 
⑷ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上 
ア 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する基本的な考え方 
(ｱ) 感染症対策において、病原体等の検査の実施体制及び検査能力（以下、「病原体等の検査体制等」という。）を十分に有するこ

とは、人権の尊重の観点や感染の拡大防止の観点から極めて重要です。 

(ｲ) 衛生研究所等をはじめとする各検査機関における病原体等の検査体制等は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
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関する法律施行規則（平成１０年厚生省令第９９号）に基づき整備し、管理することが重要です。 

また、県等は、感染症指定医療機関のみならず、一般の医療機関における検査、民間の検査機関等における検査等に対し技術

支援や精度管理等を実施することが重要です。 

(ｳ) 新興感染症のまん延が想定される感染症が発生した際に、検査が流行初期の段階から円滑に実施されるよう、連携協議会等

を活用し、関係者や関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要です。また、併せて医師会、民間の検査機関

等との連携を推進することが重要です。 

イ 県等における病原体等の検査の推進 
(ｱ) 県等は、広域にわたり又は大規模に感染症が発生し、又はまん延した場合を想定し、連携協議会等を活用し、衛生研究所等や

保健所における病原体等の検査に係る役割分担を明確にした上で、それぞれの連携を図ります。流行初期においては、検査の集

約などによる効率化のための調整を行います。さらに、県等は、必要な対応について、あらかじめ近隣の都道府県等との協力体

制について協議するよう努めます。 

(ｲ) 衛生研究所等の体制 

ａ 県等は、衛生研究所等が十分な試験検査機能を発揮できるよう、「地方衛生研究所等の整備における留意事項について（通

知）」令和５年（２０２３年）３月２９日付け健発０３２９第１０号厚生労働省健康局長通知に基づいて、平時から体制整備を

行います。 

また、県等は、有事において、衛生研究所等の職員だけでは対応できない場合を想定し、平時から自治体設置の公的検査機

関等、民間検査機関等と、有事の際に協力してもらうネットワークづくりや協力を求める協定を締結します。 
ｂ 衛生研究所等は、新興感染症の発生初期において検査を担うことを想定し、平時からの研修や実践的な訓練の実施、検査機

器等の設備の整備、検査試薬等の物品の確保等を通じ、自らの試験検査機能の向上に努めるともに、地域の検査機関の資質の

向上と精度管理に向けて、積極的な情報の収集及び提供や技術的指導を行い、質の向上を図ります。 

また、国立感染症研究所の検査手法を活用して検査実務を行うほか、保健所や他の都道府県等の地方衛生研究所等と連携し

て、迅速かつ適確に検査を実施します。 
ｃ 衛生研究所等は、一類感染症が疑われる検体を国立感染症研究所に搬送します。二類感染症、三類感染症及び四類感染症の

病原体に関しては、国立感染症研究所等と連携して、迅速かつ適確に検査を実施します。また、五類感染症の病原体について

も、民間の検査機関において実施不可能な病原体の検査について、その検査能力に応じた体制の整備を図ります。 

ｄ 衛生研究所等は、国立感染症研究所等の国立試験研究機関等が実施する研修へ職員を計画的に派遣します。さらに、研修に

参加した職員が、習得した感染症に関する知識を積極的かつ効果的に活用できるように、研修会の開催や職員配置を工夫する

よう努めます。 

ｅ 衛生研究所等は、検査機器等の設備の整備のため、周辺機器も含めてリストアップし、平時からメンテナンスを実施すると

ともに、老朽化した機器の更新等について計画的に対応します。また、衛生研究所等は、平時から、必要な物品についてもリ

ストアップし、計画的に備蓄を実施します。 
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ｆ 衛生研究所等は、平時から国立感染症研究所、本庁、保健所、医療機関等の関係機関と協力し、情報ネットワークの体制を

構築し、情報発信について、本庁と役割分担を確認します。 

(ｳ) 県等は、新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、医師会、医療機関、民間検査機関又は薬局との

検査等措置協定等により、平時から計画的に準備を行います。検査の実施能力及び検査機器数に関する県の目標は、別表区分⑶

のとおりとします。 

ウ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築 
感染症の病原体等に関する情報の収集、分析及び公表は、患者に関する情報とともに、感染症発生動向調査の言わば車の両輪と

して位置付けられるものです。そのため、県等は、未知の感染症も含めた病原体等に関する情報の収集のための体制を構築すると

ともに、患者情報と病原体情報が迅速かつ総合的に分析され、公表できるようにします。 
エ 関係機関及び関係団体との連携 

県等は、病原体等の情報の収集に当たって、医師会等の医療関係団体、民間検査機関等と連携を図りながら進めます。また、特

別な技術が必要とされる検査については、衛生研究所等と国立感染症研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、大学

の研究機関等が相互に連携を図って実施します。 
⑸ 感染症に係る医療を提供する体制の確保 
ア 感染症に係る医療提供の考え方 
(ｱ) 近年の医学、医療の著しい進歩により、多くの感染症について治癒やコントロールが可能となった現在では、感染症の患者

に対して早期に良質かつ適切な医療を提供し、重症化を防ぐとともに、感染症の病原体の感染力を減弱し、消失させることによ

り周囲への感染症のまん延を防止することが施策の基本です。 

(ｲ) 感染症に係る医療は特殊なものではなく、まん延防止を担保しながら一般の医療の延長線上で行われるべきであるとの認識

の下、良質かつ適切な医療の提供が行われる必要があります。このため、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、

第二種感染症指定医療機関及び第一種協定指定医療機関等においては、①感染症の患者に対して、感染症のまん延防止措置を講

じた上で、できる限り感染症以外の患者と同様の療養環境において医療を提供すること、②通信の自由が実効的に担保されるよ

う必要な措置を講じること、③患者がいたずらに不安に陥らないように、十分な説明及びカウンセリング（相談）を患者の心身

の状況を踏まえつつ行うこと等が重要です。 

また、結核指定医療機関においては、患者に薬物療法を含めた治療の必要性について十分に説明し、理解及び同意を得て治療

を行うことが重要です。 

(ｳ) 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指

定医療機関及び結核指定医療機関は、その機能に応じて、それぞれの役割を果たすとともに、相互の連携体制や、国立感染症研

究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターとの連携体制を構築していく必要があります。 

(ｴ) 県は、新興感染症が発生した際に、速やかに外来診療、入院、自宅療養者等への医療等が提供できるよう、埼玉県医療審議会

や連携協議会等を活用し、関係者や関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行うことが重要です。その際、新興感染症発
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生時に主に当該感染症に対応する医療機関と、当該感染症以外に対応する医療機関等の役割分担が図られるよう調整することが

重要です。また、新興感染症に対応する医療機関においては、外来診療、入院、自宅療養者等への医療等の役割分担が重要とな

ります。 

イ 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関について 
 (ｱ) 第一種感染症指定医療機関 

知事は、主として一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症患者の入院を担当する医療機関として、総合的な

診療機能を有する病院のうち、感染症法第３８条第２項に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するものについて、その開

設者の同意を得て、第一種感染症指定医療機関として指定します。第一種感染症指定医療機関については、原則として県内に一

箇所指定します。この場合において、当該指定に係る病床は、原則として２床とします。ただし、地理的条件、社会的条件、交

通事情等に照らし、１つの病院に複数の都道府県の区域内の一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の

入院を担当させることが効率的であると認められるときは、病院の所在地を管轄する知事は、当該指定に係る病床が県で２床以

上となる限りにおいて、当該病院について、当該複数の都道府県の区域内の一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等

感染症の患者の入院を担当させる第一種感染症指定医療機関として指定することができます。 

(ｲ) 第二種感染症指定医療機関 

ａ 知事は、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当する医療機関として、総合的な診療機能を有する

病院のうち、感染症法第３８条第２項に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するものについて、その開設者の同意を得

て、第二種感染症指定医療機関として指定します。 

ｂ 第二種感染症指定医療機関については、県内の二次保健医療圏（医療法第３０条の４第２項第１４号に規定する区域）ごと

に原則として一箇所指定し、当該指定に係る病床の数は、当該二次保健医療圏の人口を勘案して必要と認める数とします。た

だし、地理的条件、社会的条件、交通事情等に照らし、１つの病院に複数の二次保健医療圏の区域内の二類感染症又は新型イ

ンフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させることが効率的であると認められるときは、当該指定に係る病床が当該複数の

二次保健医療圏の区域内の人口を勘案して必要と認める病床数の総和以上となる限りにおいて、当該病院について、当該複数

の二次保健医療圏の区域内の二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる第二種感染症指定医療

機関として指定することができます。 

ウ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間等における医療提供体制 
(ｱ) 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間前においては、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の

感染症病床を中心に対応します。 

(ｲ) 公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、各地域におけるその機能や役割を踏まえ、新型インフル

エンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずることを義務付け、知事が

通知します。 

(ｳ) 県は、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）における医療提供体制を参考に、必要な医療提供体制を確保します。
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その際、新型コロナウイルス感染症対応での実績を参考に、県で必要な医療提供体制を確保することを基本としつつ、重症者用

の病床の確保も行うとともに、各地域の実情に応じて、特に配慮が必要な患者（精神疾患を有する患者、妊産婦、小児、透析患

者、障害者児、高齢者、認知症である者、がん患者、外国人等）、感染症以外の患者への対応を含めて切れ目のない医療提供体制

の整備を図ります。 

(ｴ) 全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症については、入院患者数及び外来受診者の急増が想定されることから、平

時から、感染症法に基づき締結する医療措置協定等により、当該感染症の患者の入院体制及び外来体制や、当該感染症の後方支

援体制を迅速に確保できるようにしておきます。 

(ｵ) 第一種協定指定医療機関 

ａ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の入院を担当する医療機関と平時に医療措置協定を締結

し、第一種協定指定医療機関に指定します。当該協定の締結に当たっては、二次保健医療圏ごと等の詳細な設定も踏まえて検

討します。 

ｂ 第一種協定指定医療機関については、県ホームページにおいて掲載します。 

ｃ 新興感染症が発生した際に、流行初期の段階から入院対応を行う旨の医療措置協定を締結し、実際に知事が定める基準に従

い対応した医療機関については、流行初期医療確保措置の対象となります。 

ｄ 第一種協定指定医療機関における病床確保数に関する県の目標は、別表区分⑴のとおりとします。 

(ｶ) 第二種協定指定医療機関（発熱外来を担当する医療機関） 

ａ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の発熱外来を担当する医療機関と平時に医療措置協定を

締結し、第二種協定指定医療機関に指定します。 

ｂ 第二種協定指定医療機関（発熱外来を担当する医療機関）については、県ホームページにおいて掲載します。 

ｃ 新興感染症が発生した際に、流行初期の段階から発熱外来を行う旨の医療措置協定を締結し、実際に知事が定める基準に従

い対応した医療機関については、流行初期医療確保措置の対象となります。 

ｄ 第二種協定指定医療機関（発熱外来を担当する医療機関）の確保医療機関数に関する県の目標は、別表区分⑴のとおりとし

ます。 

(ｷ) 第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療提供） 

ａ 県は、新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間における新興感染症の自宅療養者等への医療の提供のため、当該医療を

担当する医療機関、保険薬局等と平時に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医療機関に指定します。また、第二種協定指

定医療機関のうち、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、高齢者施設等の療養者に対し、新興感染症に係る医療

の提供を行う医療機関、保険薬局等と平時に医療措置協定を締結し、特に高齢者施設等に対する医療支援体制を確認します。 

ｂ 新興感染症発生・まん延時においても、在宅療養患者等に対する口腔
  くう

の管理は重要であるため、県は、歯科衛生士も活用し

ながら、必要となる在宅歯科医療や高齢者施設等との連携が円滑に実施できる体制の構築を進めます。 
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ｃ 第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療提供）については、県ホームページにおいて掲載します。 

ｄ 第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療提供）の機関数に関する県の目標は、別表区分⑴のとおりとします。 

(ｸ) 後方支援体制 

ａ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関に代わって患

者を受け入れる医療機関（以下、「後方支援を行う医療機関」という。）と平時に医療措置協定を締結するとともに、回復した

患者の退院先となる介護老人保健施設等の高齢者施設等とも連携した上で、後方支援体制を整備します。 

ｂ 後方支援を行う医療機関については、県ホームページにおいて掲載します。 

ｃ 後方支援を行う医療機関数に関する県の目標は、別表区分⑴のとおりとします。 

(ｹ) 人材派遣体制 

ａ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に感染症医療担当従事者等を派遣する医療機関と平時に医療措置協定

を締結します。また、県は、医療人材の応援体制を整備するとともに、感染症法第４４条の４の２第１項から第３項まで（こ

れらの規定を感染症法第４４条の８において準用する場合を含む。）又は感染症法第５１条の２第１項から第３項までの規定

に基づく県の区域を越えた医療人材の応援を要請する場合の方針について、平時から確認します。 

ｂ 医療人材派遣を行う医療機関については、県ホームページにおいて掲載します。 

ｃ 他の医療機関に派遣可能な医療人材の確保人数に関する県の目標は、別表区分⑴のとおりとします。 

(ｺ) 個人防護具等の備蓄等 

ａ 県は、医療機関と平時に医療措置協定を締結するに当たっては、診療等の際に用いる個人防護具等の備蓄を求めておくこと

により、個人防護具等の備蓄の実施が医療措置協定に適切に位置づけられるように努めます。個人防護具を十分に備蓄してい

る協定締結医療機関の数に関する県の目標は、別表区分⑵のとおりとします。 

ｂ 医療機関、検査機関等の感染症対応を行う機関は、必要な個人防護具等の備蓄に努めるものとします。 

ｃ 医療機関等や県等における個人防護具等の備蓄に当たっては、適切な保管をし、品質管理をします。 

ｄ 県は、新興感染症の汎流行時に、地域におけるその予防又は治療に必要な個人防護具等や医薬品等の供給及び流通を適確に

行うため、必要な個人防護具等や医薬品等の確保に努め、新興感染症に対応する医療機関及び薬局等が、必要に応じて使用で

きるようにします。 

(ｻ) 疑い患者への対応 

疑い患者への対応については、新興感染症の性状等により対応も異なることから、国から随時周知される国内外の最新の知見

等を踏まえて、県と医療機関は機動的に対応します。 

(ｼ) 入院調整体制 

  県においては、確保した病床に円滑に患者が入院できるようにするため、連携協議会等を活用し、保健所や医師会、医療機関、

高齢者施設等との連携強化を図り、保健所設置市等に対する平時からの体制整備等に係る総合調整権限や、新型インフルエンザ

等感染症等発生等公表期間の保健所設置市への指示権限を適切に行使しながら、ＩＣＴの活用などにより、円滑な入院調整体制
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の構築、実施を図ります。 

エ 一般医療機関における感染症患者に対する医療の提供 
(ｱ) 感染症の患者に対する医療は、感染症指定医療機関のみで提供されるものではありません。一類感染症、二類感染症又は新

型インフルエンザ等感染症の患者であっても、最初に診察を受ける医療機関は、一般の医療機関であることが予想されます。ま

た、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の患者については、基本的には一般の医療機関において医療が提供されます。この

ため、全ての医療関係者に対し、これらの患者の対応についての理解及び適切な対応を求めていきます。 

(ｲ) 一類感染症、二類感染症等であって、国内に病原体が常在しないものについて、国内で患者が発生するおそれが高まる場合

には、県が当該感染症の外来診療を担当する医療機関を選定します。また、保健所が当該医療機関に感染が疑われる患者を誘導

するなど初期診療体制を確立することにより、地域における医療提供体制に混乱が生じないようにすることについて検討します。 

(ｳ) 一般の医療機関においても、国及び県等から公表された感染症に関する情報について積極的に把握し、同時に医療機関内に

おいて感染症のまん延の防止のために必要な措置も講ずることが重要です。また、感染症の患者について差別的な取扱いを行う

ことなく、良質かつ適切な医療の提供がなされるようにします。 

(ｴ) 一類感染症又は二類感染症が集団発生した場合や新型インフルエンザ等感染症の汎流行時には、一般の医療機関に緊急避難

的にこれらの患者を入院させることがあるため、県等は、そのために必要な対応についてあらかじめ定めておきます。 

(ｵ) 一般の医療機関は、多くの場合感染症の患者を診察する最初の医療機関となることから、当該医療機関での対応が感染症の

予防の観点からも、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供の観点からも極めて重要です。このため、国、県等は、そ

れぞれ医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体との連携を通じて、一般の医療機関との有機的な連携を図ります。 

オ 関係各機関及び関係団体との連携 
(ｱ) 感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供のため、一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症に対応

する感染症指定医療機関については、県は必要な指導を積極的に行います。 

(ｲ) 一般の医療機関における感染症の患者への良質かつ適切な医療の提供が確保されるよう、国及び県等においては、医師会等

の医療関係団体と緊密な連携を図ります。 

(ｳ) 地域における感染症対策の中核的機関である保健所は、感染症指定医療機関や地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協

会等の医療関係団体等との緊密な連携を図ります。 

(ｴ) 県は、埼玉県医療審議会や連携協議会等を通じ、平時から、医療関係団体以外の、高齢者施設等の関係団体や障害者施設等の

関係団体等とも連携し、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における医療提供体制を検討していきます。 

⑹ 感染症の患者の移送のための体制の確保 
ア 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する考え方 
(ｱ) 知事等が入院を勧告した患者又は入院させた患者の医療機関への移送は、知事等が行う業務とされていますが、その体制の

確保に当たっては、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の発生及びまん延時に積極

的疫学調査等も担う保健所のみでは対応が困難な場合において、地方公共団体内における役割分担や、消防機関との連携、移送
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に係る民間事業者、民間救急事業者等への業務委託等を図ることが重要です。 

(ｲ) 保健所は感染症患者を迅速かつ適切に移送するため、移送体制の充実を図るとともに、関係市町村及び消防機関等に対して

感染症に関する的確な情報を提供するなど、密接な連携を図り、協力を求めていくものとします。 

(ｳ) 新感染症等、詳細な情報が乏しい感染症については、県等は、あらかじめ国に対し、技術的な指導及び助言を受けるなど密接

な連携を図った上で、患者の移送を行います。 

(ｴ) 感染症発生時における患者の移送について、県等は、必要に応じ患者搬送車及び機器の配置を行うなど適切な業務執行体制

を整備します。 

イ 感染症の患者の移送のための体制の確保の方策 
(ｱ) 感染症の患者の移送について、発生・まん延した感染症の性状を踏まえ、必要に応じて保健所、民間事業者、民間救急事業者

及び消防機関等と役割分担を行います。その際の基本的な役割分担は以下のとおりとします。 

ａ 自宅・宿泊施設から医療機関への移送については、軽症者は保健所又は民間事業者が行い、中等症の患者は、病状や状況に

応じて、保健所、民間救急事業者又は消防機関が行い、重症者は消防機関又は民間救急事業者が行います。 

ｂ 自宅から宿泊施設への移送については、民間事業者が行います。 

(ｲ) 新興感染症発生・まん延時の疑い患者への移送については、感染症の性状等により対応も異なることから、国から随時周知

される国内外の最新の知見等を踏まえて、県、医療機関及び消防機関等は機動的に対応します。 

(ｳ) 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は疑似症患者並びに新感染症の所見が

ある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者の発生に備え、平時から、関係者を含めた移送

訓練や演習等を定期的に計画し、実施します。 

ウ 関係各機関及び関係団体との連携 
(ｱ) 感染症法第２１条（感染症法第２６条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）又は感染症法第４７条の規定による

移送を行うに当たり、保健所等との協定に基づき消防機関と連携する場合には、⑸のウの(ｼ)及び⑼のエの入院調整体制の構築

等により、円滑な移送が行われるよう努めます。また、平時からＩＣＴの活用などにより消防機関に対して医療機関の受入体制

の情報を共有する枠組みを整備します。 

さらに、消防機関が傷病者を搬送した後、当該傷病者が、感染症法第１２条第１項第１号等に規定する患者等であると医療機

関が判断した場合には、医療機関から消防機関に対して、当該感染症等に関し適切に情報等を提供するよう努めます。 

(ｲ) 県等は、連携協議会等を通じ、消防機関と連携し、感染症の患者の病状を踏まえた移送の対象及び感染症の特性を踏まえた

安全な移送体制の確保について、地域の救急搬送体制の確保の観点にも十分留意して役割分担及び費用負担等を協議し、必要な

協定を締結します。 

(ｳ) 県等は、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の発生に備え、移送に必要な車両の

確保、民間事業者や民間救急事業者等との役割分担をあらかじめ決めておきます。 

(ｴ) 高齢者施設等に入所しており配慮を必要とする方の移送については、高齢者施設等の関係団体等とも連携し、移送の際の留
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意事項を含めて協議します。 

⑺ 新興感染症発生時における宿泊施設の確保 
ア 宿泊施設の確保に関する基本的な考え方 

新興感染症が発生した場合には、重症者を優先する医療体制へ移行することも想定されるため、県等は、自宅療養者等の家庭内

感染等や医療体制のひっ迫を防ぐ等の観点から、新興感染症の特性や、感染力その他当該感染症の発生及びまん延の状況を考慮し

つつ、宿泊施設の体制を整備できるよう、地域の実情に応じて、連携協議会等を活用し、関係者や関係機関との協議の上、平時か

ら計画的な準備を行うことが重要です。 
イ 宿泊施設の確保の方策 
(ｱ) 県は、民間宿泊業者等と感染症の発生及びまん延時の宿泊療養の実施に関する検査等措置協定を締結すること等により、平

時から宿泊施設の確保を行います。また、検査等措置協定を締結する宿泊施設等との円滑な連携を図るために、地域の実情に応

じて、連携協議会等を活用します。 

(ｲ) 県等は、感染症発生初期に民間宿泊業者の協力を得られないことが見込まれる場合は、公的施設の活用を併せて検討します。 

(ｳ) 県等は、協定により宿泊施設を提供する事業者の団体、消毒を行う事業者の団体、廃棄物処理を行う事業者の団体等との円

滑な連携を図るために、地域の実情に応じて、連携協議会等を活用します。 

(ｴ) 宿泊施設の確保居室数に関する県の目標は、別表区分⑷のとおりとします。 

⑻ 新興感染症発生時における外出自粛対象者の療養生活の環境整備 
ア 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する基本的な考え方 

新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症の外出自粛対象者（外出自粛に係る感染症法の規定が適用される指定

感染症にあっては、当該感染症の外出自粛対象者。（以下、「外出自粛対象者」という。））については、体調悪化時等に、適切な医

療に繋げることができる健康観察の体制を整備することが重要です。また、外出自粛により生活上必要な物品等の物資の入手が困

難になることから、当該対象者について生活上の支援を行うことが重要です。 
また、外出自粛対象者が高齢者施設等や障害者施設等において過ごす場合は、施設内で感染がまん延しないような環境を構築す

ることが重要です。 
イ 外出自粛対象者の療養生活の環境整備の方策 
(ｱ) 県等は、外出自粛対象者の健康観察の実施に当たっては、第二種協定指定医療機関を始めとする医療機関、医師会、薬剤師

会、看護協会や民間事業者等への委託等や市町村の協力に加え、施設同士、訪問看護ステーション同士の連携も活用しつつその

体制を確保します。 

(ｲ) 県等は、外出自粛対象者が外出しなくとも生活できるようにするため、市町村、栄養士会の協力や民間事業者への委託を活

用しつつ、食料品等の生活必需品等を支給するなどの支援を行います。また、県等は、自宅療養時においても薬物療法を適切に

受けられるように必要な医薬品を支給できる体制を確保することや、福祉ニーズのある外出自粛対象者が、必要なサービスや支

援を適切に受けられるよう、介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者等との連携を図ります。 
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(ｳ) 県等は、外出自粛対象者の健康観察や生活支援等に当たっては、積極的に市町村と連携し、必要な範囲で患者情報の提供を

行います。なお、市町村の協力を得る場合は、連携協議会等を活用し、あらかじめ情報提供の具体的な内容や役割分担、費用負

担のあり方について、協議します。 

(ｴ) 県等は、健康観察や生活支援等を効率的に行うため、ＩＣＴを積極的に活用します。 

ウ 宿泊施設の運営体制 
県は、宿泊施設の運営に係る体制確保の方策を平時から検討し、宿泊施設運営業務マニュアル等を整備します。また、感染症の

発生及びまん延時には、医療体制の状況を踏まえつつ、宿泊事業者と連携し、迅速に職員、資機材等を確保する等、円滑な宿泊施

設の運営体制の構築及び実施を図ります。 
エ 高齢者施設等や障害者施設等における療養環境の整備 

県等は、高齢者施設等や障害者施設等において、医療措置協定を締結した医療機関と連携し、感染制御チームや感染管理認定看

護師が必要に応じてゾーニング等の感染対策の助言を行うことができる体制を平時から確保し、また、施設同士、訪問看護ステー

ション同士は連携を強化し、新興感染症の発生及びまん延時において施設内における感染のまん延を防止します。 
⑼ 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針 
ア 感染症法第６３条の３第１項の規定による総合調整又は感染症法第６３条の４の規定による指示の方針の基本的な考え方 

感染症法第６３条の３第１項に基づき、知事は、平時から新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に至るまで、感染症の

発生及びまん延を防止するため必要がある場合、感染症対策全般について、保健所設置市の長、市町村長及び関係機関に対して総

合調整を行います。 
また、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、県民の生死に直結する緊急性を有する入院勧告又は入院措置を

実施するために必要な場合に限り、知事は保健所設置市の長への指示を行います。 
イ 感染症法第６３条の３第１項の規定による総合調整の方針 
(ｱ) 知事による総合調整は、平時であっても感染症対策に当たり必要がある場合に実行します。 

(ｲ) 知事は、総合調整を行うために必要があると認めるときは、保健所設置市の長や他の関係機関等に対し、報告又は資料の提

供を求めます。 

ウ 感染症法第６３条の４の規定による指示の方針 
知事による指示は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間の際、県民の生死に直結する緊急性を有する入院勧告や入院

措置を実施するために必要な場合に限り、保健所設置市の長に対してのみ行います。 
エ 入院調整体制の整備 

県は、確保した病床に円滑に患者が入院できるようにするため、連携協議会等を活用し、保健所や医師会、医療機関、高齢者施

設等との連携強化を図ります。 
また、県は、保健所設置市等に対する平時からの体制整備等に係る総合調整権限や、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表

期間の保健所設置市への指示権限を適切に行使しながら、円滑な入院調整体制の構築、実施を図ります。 
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⑽ 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上 
ア 人材の養成及び資質の向上に関する基本的な考え方 

現在、感染者が減少している感染症に関する知見を十分有する者が少なくなっています。その一方で、医療現場で患者の治療に

当たる感染症の医療専門職の他にも、介護施設等でクラスターが発生した場合に適切な感染拡大防止対策を行うための感染管理の

専門家、感染症の疫学情報を分析する専門家に加え、行政の中においても感染症対策の政策立案を担う人材など、新たな感染症対

策に対応できる知見を有する多様な人材が改めて必要となっています。これを踏まえ、県等は、これら必要とされる感染症に関す

る人材の確保のため、感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担うことができる人材の養成を行う必

要があります。また、大学医学部をはじめとする、医師等の医療関係職種の養成課程や大学院等においても、感染症に関する教育

を更に充実させていくことが求められます。 
イ 人材の養成及び資質の向上 

(ｱ) 知事等は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センター等で実施される感染症

対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ－Ｊ）等に保健所及び衛生研究所職員等を積極的に

派遣するとともに、県等が感染症に関する講習会等を開催すること等により保健所の職員等に対する研修の充実を図ります。 
(ｲ) 保健所職員等の研修回数に関する県の目標は、別表区分⑸のとおりとします。 

ウ 研修を終了した保健所職員等の活用 
国立保健医療科学院、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センター等における感染症対策・感染症検査等

に関する研修会や実地疫学専門家養成コース（ＦＥＴＰ－Ｊ）等に参加した保健所及び衛生研究所職員等については、習得した感

染症に関する知識を積極的かつ効果的に活用します。知識を習得した職員に対しては、その知識を他の関係職員に提供するなど感

染症対策の中心的な役割を果たすよう求めていきます。 
エ ＩＨＥＡＴ要員（＊）の活用 
(ｱ) 県等は、ＩＨＥＡＴ要員の確保や研修、ＩＨＥＡＴ要員との連絡体制の整備やＩＨＥＡＴ要員及びその所属機関との連携の

強化などを通じて、ＩＨＥＡＴ要員による支援体制を確保します。 

(ｲ) 保健所は、平時から、ＩＨＥＡＴ要員への実践的な訓練の実施やＩＨＥＡＴ要員の支援を受けるための体制を整備するなど

ＩＨＥＡＴ要員の活用を想定した準備を行います。 

(ｳ) 県は、広域自治体として、保健所設置市との事前の調整に基づき、保健所設置市の実施するＩＨＥＡＴ研修に対し、必要に応

じて講師派遣や、部分開催、共催等による支援、企画への助言等を行います。 

＊ＩＨＥＡＴ（Infectious disease Health Emergency Assistance Team）とは、法に規定する新型インフルエンザ等感染症等に

係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合において、保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕

組み。ＩＨＥＡＴ要員は、ＩＨＥＡＴ運用支援システムに登録し、保健所等への支援の要請を受ける旨の承諾をした外部の専門

職（医師、保健師、看護師のほか、歯科医師、薬剤師、助産師、管理栄養士等）のことをいう。 
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オ 感染症対応を行う医療従事者等の研修 
(ｱ) 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定医療機関は、感染症対応を行う医療従事者等の新興

感染症の発生を想定した必要な研修・訓練を実施すること又は国、県等若しくは医療機関が実施する当該研修・訓練に医療従事

者を参加させることにより、体制強化を図るよう努めます。また、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間においては、

感染症医療担当従事者等を他の医療機関、宿泊施設及び高齢者施設等に派遣できるように平時から研修や訓練を実施しておくよ

う努めます。 

(ｲ) 高齢者施設や障害者施設等は、新興感染症の発生を想定した必要な研修・訓練を実施します。県等はそれらの研修・訓練を支

援します。 

(ｳ) 県は、感染症患者が発生すると集団感染が起きやすい医療機関等に勤務する医療従事者等に対し、感染症発生時の対応の基

礎などについての研修を行います。 

(ｴ) 感染症対応を行う医療従事者の研修回数に関する県の目標は、別表区分⑸のとおりとします。 

カ 人材の養成及び資質の向上に係る医師会等関係各機関との連携 
(ｱ) 医師会等の医療関係団体は、会員等に対して感染症に関する情報提供及び研修を行うよう努めます。 

(ｲ) 県等は、関係機関及び関係団体が行う研修へ職員を積極的に参加させるとともに、その人材の活用等に努めます。 

⑾ 保健所の体制の確保 
ア 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する基本的な考え方 
(ｱ) 保健所は地域の感染症対策の中核的機関として、地域保健法に基づき厚生労働大臣が策定する基本指針とも整合性をとりな

がら、必要な情報の収集、分析、対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等を行うとともに、感染症の感染拡大時

にも健康づくり等地域保健対策も継続することが重要です。 

(ｲ) 県等は、連携協議会等を活用しながら関係機関及び関係団体と連携するとともに、各地方公共団体の保健衛生部門等におけ

る役割分担を明確化することが重要です。 

(ｳ) 感染症発生時に迅速に対応できるよう、感染症に関する情報が、責任者に対して迅速かつ適切に伝達され、一元的に管理さ

れる体制を構築することが重要です。あわせて、外部人材の活用も含めた必要な人員の確保、受入体制の整備、必要な機器及び

機材の整備、物品の備蓄等を通じて健康危機発生時に備えて、各保健所の平時からの計画的な体制整備が必要です。また、業務

の一元化、外部委託、ＩＣＴ活用も視野に入れた体制を検討することが重要です。 

イ 感染症の予防及びまん延防止に関する保健所の体制の確保 
(ｱ) 県等は、連携協議会等を活用し、地方公共団体間の役割分担や連携内容を平時から調整します。感染症のまん延が長期間継

続することも考慮し、必要となる保健所の人員数を想定し、感染症発生時においてその体制を迅速に切り替えることができるよ

うにします。 

(ｲ) 県等は、広域的な感染症のまん延の防止の観点から、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査等の専門

的業務を十分に実施するために、感染症の拡大を想定した保健所の人員体制や設備等を整備します。 
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ａ 保健所の円滑な業務遂行に必要な人員を配置します。 

ｂ 感染症発生時には、保健所は速やかに所内の業務を優先度に応じて縮小や延期、中止するなど業務継続計画（ＢＣＰ）を踏

まえた体制に切り替えます。併せて、感染症対応に関する事務フローを整理し、業務の外部委託や県における一元化の検討を

進めます。 

ｃ 必要に応じて、更に職員を配置・派遣するとともに、ＩＨＥＡＴ要員や市町村等からの応援を含めた受入体制を構築（応援

派遣要請のタイミングの想定も含む。）し、住民及び職員等の精神保健福祉対策等を図ります。 

ｄ 必要な機器及び機材の整備、物品の備蓄を始め、ＩＣＴの活用などを通じた業務の効率化を積極的に進めます。 

(ｳ) 流行開始から１か月間に想定される業務量に対応する保健所の人員確保数及び即応可能なＩＨＥＡＴ要員の研修受講人数に

関する県の目標は、別表区分⑹のとおりとします。 

(ｴ) 県等は、感染症危機時に迅速に対応できる保健所体制を整備するために、平時から有事に備えて保健所による健康危機対処

計画の策定を支援し、その実現に必要な予算、人員、物資の確保等を行います。 

(ｵ) 県等は、地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の総合的なマネジメントを担

う保健師を配置します。 

ウ 関係機関及び関係団体との連携 
(ｱ) 県等は、連携協議会等を活用し、市町村、学術機関、消防機関などの関係機関、専門職能団体等と保健所業務について連携し

ます。 

(ｲ) 保健所は、感染症発生時における連携体制を確保するため、平時から、地方公共団体の本庁部門や衛生研究所等と協議し、役

割分担を確認するとともに、管内の市町村と協議し、感染症発生時における協力について検討します。 

⑿ 緊急時における対応 
ア 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延防止、病原体等の検査実施並びに医療の提供に関する基本的な考え方 

県は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要があると認めるときには、感染症の患者の病

状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措

置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策が講じられるように

することとします。 
イ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策 
(ｱ) 一類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延のおそれが生じた場合には、県は、埼玉県危機管理指針に基づき対応

します。 

(ｲ) 一類感染症、二類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延のおそれが生じた場合には、県は、予防計画において、当

該感染症の患者が発生した場合の具体的な医療提供体制や移送の方法等について必要な計画を定め、公表します。 

(ｳ) 県は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要があると認めるときには、感染症の患者

の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必
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要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策を講じます。 

(ｴ) 国が感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要性があると認め行った指示に対し、県等は

迅速かつ的確に対処します。 

(ｵ) 新感染症の患者の発生や生物兵器を用いたテロリストによる攻撃が想定される場合など、地方公共団体に十分な知見が集積

されていない状況で感染症対策が必要とされる場合には、関係する地方公共団体は、必要に応じ国に職員や専門家の派遣等の支

援を求めます。 

(ｶ) 知事等は、感染症法第１２条第２項に規定する国への報告等を確実に行うとともに、特に新感染症への対応を行う場合その

他感染症への対応について緊急と認める場合にあっては、国との緊密な連携を図ります。 

(ｷ) 検疫所において、一類感染症の患者等が発見され、知事等に幅広く情報提供が行われた場合、知事等は検疫所と連携し、同行

者等の追跡調査その他の必要と認める措置を行います。 

ウ 緊急時における地方公共団体相互間の連絡体制 
(ｱ) 関係地方公共団体は、緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度等を勘案し必要に応じて、相互に応援職員、専門家の派

遣等を行います。また、県等から消防機関に対して、感染症に関する情報等を適切に連絡します。 

(ｲ) 県等から関係市町村に対して、医師等からの届出に基づいて必要な情報を提供することとするとともに、県と保健所設置市

との緊急時における連絡体制を整備します。 

(ｳ) 複数の市町村にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要するときは、県は、県内の統一的な対応方針を提示する等の、

市町村間の連絡調整を行う等の指導的役割を果たします。 

(ｴ) 複数の都道府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、関係する都道府県等で構成される対策連

絡協議会を設置する等の連絡体制の強化に努めます。 

(ｵ) 県等は、医師会等の医療関係団体等と緊密な連携を図ります。 

⒀ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重 
ア 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する基本的な考え方 

県及び市町村においては適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが、医師等においては患者等への十分な説明と同意

に基づいた医療を提供することが、県民においては感染症について正しい知識を持ち、自らが予防するとともに、患者等が差別を

受けることがないよう配慮していくことが重要です。さらに、県及び市町村は、感染症の予防又はまん延の防止のための措置を行

うに当たって、人権を尊重することが必要です。 
イ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する方策 
(ｱ) 県及び市町村は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差別や偏見の排除等のため、国に準じた

施策を講じます。 

(ｲ) 県及び市町村は、相談機能の充実等、住民に身近なサービスを充実することが重要であり、特に、保健所は、地域における感

染症対策の中核的機関として、感染症についての情報提供、相談等のリスクコミュニケーションを行います。 
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(ｳ) 連携協議会等で議論を行う際には、患者の人権を考慮して感染症対策の議論を行います。 

ウ 患者等の情報の適切な取扱い 
(ｱ) 患者等のプライバシーを保護するため、県等は、医師が知事等へ感染症患者に関する届出を行った場合には、状況に応じて、

患者等へ当該届出の事実等を通知するように努めるよう徹底を図ります。 

(ｲ) 報道機関においては、常時、的確な情報を提供することが重要ですが、個人情報に注意を払い、感染症に関し、誤った情報や

不適当な報道がなされたときには、速やかにその訂正がなされるように、県等は、報道機関との連携を平常時から密接に行う等

の体制整備を図ります。 

(ｳ) 感染症患者等に関する個人情報は、埼玉県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第５０号）に基づき、適切に

取り扱います。また、感染症に関する情報の公開に当たっては、患者等のプライバシーに十分配慮します。 

エ 関係各機関との連携 
国及び地方公共団体間、地方公共団体間等における密接な連携のため、定期会議の開催等を行います。 

⒁ その他の感染症の予防のための施策 
ア 施設内感染の防止 
(ｱ) 病院、診療所、高齢者施設、障害者施設等において感染症が発生し又はまん延しないよう、県等にあっては、最新の医学的知

見等を踏まえた施設内感染に関する情報をこれらの施設の開設者又は管理者に適切に提供します。また、これらの施設の開設者

及び管理者にあっては、提供された感染症に関する情報に基づき、必要な措置を講ずるとともに、普段より施設内の患者及び職

員の健康管理を進めることにより、感染症が早期発見されるように努めます。 

(ｲ) 医療機関においては、院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止に努めることが重要であり、実際に取ったこれらの措

置等に関する情報について、県等や他の施設に提供することにより、その共有化を図るよう努めます。 

イ 災害防疫 
(ｱ) 災害発生時の感染症の発生の予防及びまん延の防止の措置は、生活環境が悪化し、被災者の病原体に対する抵抗力が低下す

る等の悪条件下に行われるものであるため、知事等は、迅速かつ的確に所要の措置を講じ、感染症の発生及びまん延の防止に努

めます。 

(ｲ) (ｱ)の際、県等においては、保健所等を拠点として、迅速な医療機関の確保、防疫活動、保健活動等を実施します。 

ウ 動物由来感染症対策 
(ｱ) 県等は、動物由来感染症に対する必要な措置等が速やかに行えるよう、獣医師等に対し、感染症法第１３条に規定する届出

や狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）に規定する届出の義務について周知を行うとともに、ワンヘルス・アプローチ（人

間及び動物の健康並びに環境に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むことをいう。）に

基づき、保健所等と関係機関及び医師会、獣医師会などの関係団体等との情報交換を行うこと等により連携を図って、県民への

情報提供を進めます。 

(ｲ) ペット等の動物を飼育する者は、(ｱ)により県民に提供された情報等により動物由来感染症に関する正しい知識を持ち、その
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予防に必要な注意を払うよう努めます。 

(ｳ) 県等は、積極的疫学調査の一環として動物の病原体保有状況調査（動物由来感染症の病原体の動物における保有の状況に係

る調査をいう。）により広く情報を収集することが重要であるため、保健所、衛生研究所、動物等取扱業者の指導を行う機関等が

連携を図りながら調査に必要な体制について構築していきます。 

(ｴ) 動物由来感染症の予防及びまん延の防止の対策については、感染症の病原体を媒介するおそれのある動物に対する対策や、

動物等取扱業者への指導、獣医師との連携等が必要であることから、県等の感染症対策部門において、ペット等の動物に関する

施策を担当する部門と適切に連携をとりながら対策を講じていきます。 

エ 外国人への対応 
感染症法は、県内に居住し又は滞在する外国人についても同様に適用されるため、保健所等の窓口に感染症対策を外国語で説明

したパンフレットを備えておく等の取組を行います。 
オ 薬剤耐性対策 

県等は、医療機関において、薬剤耐性の対策及び抗菌薬の適正使用が行われるよう、適切な方策を講じます。 
 
別表（数値目標）（＊１） 

区分 目標項目 平時 流行初期 流行初期以降 

⑴医療提供体制 協定締結医療機関（入院）の確保病床数  １，２００床 

（＊２） 

２，０００床 

（＊２） 

  うち重症病床数  １００床 １５０床 

 協定締結医療機関（発熱外来）の確保医療機関数  １，１００機関 １，６００機関 

 協定締結医療機関（自宅療養者等への医療の提供）

の機関数 
  ２，２００機関 

  うち病院   １００機関 
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区分 目標項目 平時 流行初期 流行初期以降 

  うち診療所   ８５０機関 

  うち薬局   １，１００機関 

  うち訪問看護事業所   １５０機関 

 協定締結医療機関（後方支援）の機関数   １７０機関 

 協定締結医療機関（人材派遣）の確保人数   ２５０人 

  うち派遣可能な医師数   １００人 

  うち派遣可能な看護師数   １５０人 

⑵物資の確保 
個人防護具の備蓄を十分に行う協定締結医療機関

（病院・診療所・訪問看護事業所）の数 

協定締結医療機関

の８割以上 
  

⑶検査体制 検査の実施能力  
 ４，５００件/日 １２，５００件/日 

  うち地方衛生研究所等 

※（）内はＰＣＲ検査機器数 
 ６５０件/日 

（１５台） 

９００件/日 

（１６台） 

  （県）  ３００件/日 

（５台） 

３００件/日 

（５台） 

  （さいたま市）  １００件/日 

（４台） 

２００件/日 

（４台） 
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区分 目標項目 平時 流行初期 流行初期以降 

  （川越市）  ９０件/日 

（２台） 

１８０件/日 

（３台） 

  （川口市）  ８０件/日 

（２台） 

１２０件/日 

（２台） 

  （越谷市）  ８０件/日 

（２台） 

１００件/日 

（２台） 

  うち医療機関・民間検査機関  ３，８５０件/日 １１，６００件/日 

⑷宿泊療養体制 協定締結宿泊施設の確保居室数  １，０００室 １，９００室 

⑸人材の養成・ 

資質の向上 
医療従事者や保健所職員の研修・訓練回数 年１回以上   

⑹保健所の体制 

整備 

流行初期１か月間において想定される業務量に 

対応する人数（＊３） 
 １，２８０人  

  うち南部保健所  ５１人  

  うち朝霞保健所  ７７人  

  うち春日部保健所  ５３人  

  うち草加保健所  ５５人  

  うち鴻巣保健所  ５６人  
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区分 目標項目 平時 流行初期 流行初期以降 

  うち東松山保健所  ３４人  

  うち坂戸保健所  ３８人  

  うち狭山保健所  ８９人  

  うち加須保健所  ３６人  

  うち幸手保健所  ４７人  

  うち熊谷保健所  ６３人  

  うち本庄保健所  ３１人  

  うち秩父保健所  ３０人  

  うちさいたま市保健所  ２７５人  

  うち川越市保健所  ９１人  

  うち川口市保健所  １６３人  

  うち越谷市保健所  ９１人  

 １年間以内のＩＨＥＡＴ研修受講人数 ５６人   
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区分 目標項目 平時 流行初期 流行初期以降 

  うち県 １６人   

  うちさいたま市 １５人   

  うち川越市 ７人   

  うち川口市 ８人   

  うち越谷市 １０人   
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＊１ 予防計画における数値目標は、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に置くこ

ととします。 
＊２ 流行初期：１，２００床・流行初期以降：２，０００床の確保数には、感染症病床の７７床も含まれます。（令和６年１月現在） 
＊３ 配置・派遣に当たっては、第一種感染症指定医療機関を管内に有することを勘案します。 

 

４ 指標 
⑴ 新興感染症発生時における病床の確保数 

現状値 ０床         →   目標値 【流行初期】  １，２００床 
                       【流行初期以降】２，０００床 
（令和４年度（２０２２年度））     （令和６年度（２０２４年度））９月までに確保し、その後確保数を維持する。 

 
⑵ 感染症専門研修受講者数 

現状値 １１４人       →   目標値 ５４２人 
（令和４年度（２０２２年度））     （令和８年度（２０２６年度）） 
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